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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年３月１３日（火）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時８分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 上村高義  副委員長 安藤　薫  委　　員 山崎雅数

委　　員 三好義治  委　　員 村上英明  委　　員 渡辺慎吾

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

生活環境部長　前田宜伸　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

同部参事兼環境対策課長　前川　弘　　産業振興課長　藤井智哉

環境対策課参事　池上敦実

保健福祉部長　堀口賢司 同部次長兼福祉総務課長　佐藤芳雄

同部参事兼高齢者障害者福祉課長　登阪　弘　　　　　こども育成課長　稲村幸子

国保年金課長　野村眞二 介護保険課長　山田雅也

同課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　中井真穂

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成１９年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成１８年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第　７号　平成１９年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第１４号　平成１８年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計補正予算

議案第２５号　摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　３号　平成１９年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第　４号　平成１９年度摂津市老人保健医療特別会計予算

議案第１１号　平成１８年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

議案第１２号　平成１８年度摂津市老人保健医療特別会計補正予算

議案第２９号　摂津市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３０号　摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　８号　平成１９年度摂津市介護保険特別会計予算

議案第１５号　平成１８年度摂津市介護保険特別会計補正予算

議案第２８号　摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定の

件
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（午前１０時　開会）

○上村委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。

　本日の委員会記録署名委員は、渡辺委

員を指名します。

　議案第７号及び議案第１４号の審査を

行います。

　本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方、挙手をお願いします。

　村上委員。

○村上委員　おはようございます。

　議案第７号の方なんですけれども、パー

トタイマー等退職金共済の件につきまし

て、年々予算の方は減っているという形

なんですけれども、平成１９年度につき

ましても共済掛金は７２０万円の予算に

なっているということで、調べたことに

よりますと、平成１８年についても９６

万円ぐらい減っていると。そしてまた、

この平成１９年度についても４８万円ぐ

らい減っているということで、この７２

０万円につきまして、単純に月２，００

０円という掛金で割ると、３００人とい

うのが基礎になるというふうに聞いてお

るんですけれども、これの予算の減につ

いてどう考えておられるのかということ

と、あと、運用利率、今１％で運用され

ていると思うんですけれども、これが平

成１２年でしたでしょうか、３％に減っ

て、それから、平成１５年ですか、１％

に減ったということで、これの運用利率、

今のこの景気上昇というふうに言われて

おる中で、また、預金の利率も若干では

ありますけれども、上がりつつあるとい

うようなことで、それの運用利率の点を

どう考えておられるのか、この２点だけ

お聞きしたいと思います。

○上村委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　おはようございま

す。

　まず、予算におきます掛金ですけれど

も、７２０万円を計上しておりますけれ

ども、過去減少傾向にあると、この辺を

どう考えているかということなんですけ

れども、結論的には、被共済者の減少が

原因でございます。

　予算は、当該年度、被共済者より多目

の被共済者数を見積もっておるわけでご

ざいます。平成１９年度は、実被共済者

２３１名に対して３００名、昨年、１８

年度は、実被共済者２５８名に対して３

２０名、例年、７０名前後の上乗せをし、

予算化しております。この７０名前後の

上乗せというのは、基本的には、その年

度の目標数でございます。ですから、今

年度は、月平均３００名の確保を目指し

て努めてまいりたいと思います。

　その内容としましては、今後４月以降、

各種団体の総会シーズンを迎えますので、

そのときの出席の際には、パンフレット

等の提供を通しまして、制度のさらなる

周知に努めたいと思っております。

　それから、運用利率の改定の考え方な

んですけれども、現在、当事業は１％の

運用利率で共済事業を行っております。

とりわけ、この平成１８年度は、５年４

か月に及んでおりました日銀のゼロ金利

政策が昨年の７月に解除され、去る２月

に二度目の利上げが行われました結果、

現在、短期金利で０．５％、また、公定

歩合が０．７５％となっております。

　この結果、共済掛金の私どもの運用も、

半年定期物でゼロ金利解除前の０．０２

％から、今現在は０．３％になっており

ます。しかし、運用利率１％と比較して

も、まだまだ自立運営の域には達してお

らず、一般会計の繰り入れが続いており

ます中、引き続き１％の運用利率を堅持
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したままで運営を続けていきたく思いま

す。

○上村委員長　村上委員。

○村上委員　パートタイマー等退職金共

済の被共済者の数につきましては、制度

がつくられたのはこれ昭和６０年だった

でしょうか、それからずっと継続してい

るわけですから、減らないような形で、

右肩上がりになっていくような形で、被

共済者数について、しっかりとまた取り

組みをお願いしたいというふうに思いま

す。

　それから、運用利率の件につきまして

も、短期で０．５％とかそういう低金利

なんですけれども、これが１％を超える

ような形で見えてくれば、パートタイマー

共済の運用利率につきましても上昇とい

うんか、上げていただくような形で、今

後しっかりと、それの社会状況を見据え

ていきながら検討していただければと思

いますので、よろしくお願いします。

○上村委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時６分　休憩）

（午前１０時７分　再開）

○上村委員長　再開します。

　議案第２５号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎委員　では、議案第２５号につい

てお聞きいたします。

　これは、飼養の登録票の純粋な発行手

数料と聞いておるわけですけれども、こ

の金額はちょっと高くないかと思ったり

もしてるんですけれども、この条例の制

定の際に、これ各自治体での金額を定め

るとかいうような裁量権とかいうのがあっ

たのか、なかったのかをお聞かせいただ

きたいと思います。

　それと、こういった鳥獣保護の効果が

どういったふうに見込まれるのかという

ことも、あわせてお聞きしたいと思いま

す。

○上村委員長　前川参事。

○前川生活環境部参事　手数料の金額の

設定なんですけれども、これにつきまし

ては、大阪府の方で、今現在、手数料条

例という形で、実際の手続きの事務費を

算定されたということで、大阪府以外で

もこの金額になってございまして、それ

に基づきまして、我々の方でも、その３，

４００円という金額で一応設定いたして

おります。

　府下の状況ですけれども、今のところ、

一律的に３，４００円という形で設定と

なってございます。

　それと、効果なんですけれども、一応、

この事務委任につきましては、一部移譲

という形で、特に、鳥獣の捕獲につきま

しては、まだ従前どおり、府の方で権限

持たれてるんですけれども、飼養、飼う

方なんですけれども、それにつきまして、

現在、メジロとホオジロについて、飼う

場合の登録とか再交付等の手数料が、今

回４月から市に移管されるということで、

お聞きしているのは、現在、摂津の場合、

３件の方がおいでになるということで、

１年更新ということになっておりますの

で、その事務という形で４月から受ける

ということになってございます。

○上村委員長　山崎委員。

○山崎委員　各種手数料というのは自治

体で決めてはるわけです。ですから、こ

の手数料についても、市で変えるという

か、決めるということができるのかどう

かだけ、ちょっとお聞きかせください。

○上村委員長　前川参事。

－�3�－



○前川生活環境部参事　お聞きしている

ところは、市の移譲事務という形ですの

で、原則的には市が決める値段というこ

とになってございます。

　したがって、市の方で、裁量という形

で独自の金額の設定は可能かなと思って

おります。

○上村委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時１１分　休憩）

（午前１０時１２分　再開）

○上村委員長　再開します。

　議案第３号、議案第４号、議案第１１

号、議案第１２号、議案第２９号及び議

案第３０号の審査を行います。

　本６件のうち、議案第４号、議案第１

１号、議案第１２号、議案第２９号及び

議案第３０号については補足説明を省略

し、議案第３号について補足説明を求め

ます。

　堀口保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　それでは、議案第

３号、平成１９年度摂津市国民健康保険

特別会計予算につきまして補足説明をさ

せていただきます。

　まず、歳入でございますが、８ページ、

款１、国民健康保険料、項１、国民健康

保険料、目１、一般被保険者国民健康保

険料は、前年度に比べ１．９％の増となっ

ており、収納率は、現年度分９２％、滞

納繰越分１３％を見込んでおります。

　目２、退職被保険者等国民健康保険料

は、被保険者の伸びを反映し、前年度に

比べ１２．４％の増となっており、収納

率は、現年度分９７％、滞納繰越分１８

％を見込んでおります。

　なお、平成１９年度の国民健康保険料

につきましては、去る１月２４日に、国

民健康保険運営協議会に対しまして、医

療分保険料賦課限度額を５３万円から５

６万円への改定について諮問を行い、２

月１日付けでご答申がありましたので、

その答申を尊重する中、今回、医療分保

険料賦課限度額を５６万円に改定し、平

成１９年度医療分保険料につきましては、

所得割料率を１，０００分の８４．２、

均等割年額３万４，８００円、平等割年

額２万８，２００円、平均改定率３．０

６％に、介護納付金分保険料につきまし

ては、所得割料率を１，０００分の１５、

均等割年額９，０００円、平等割年額５，

１６０円、平均改定率マイナス５．５６

％への改定を見込ませていただいており

ます。

　９ページ、款２、使用料及び手数料、

項１、手数料、目１、督促手数料は、前

年度と同額となっております。

　款３、国庫支出金、項１、国庫負担金、

目１、療養給付費等負担金は、前年度に

比べ０．２％の減となっております。こ

れは、老健拠出金、介護納付金の減額に

よるものでございます。

　目２、高額医療費共同事業負担金は、

前年度に比べ１１％の増となっておりま

す。これは、大阪府国民健康保険団体連

合会に対する高額医療費共同事業拠出金

の増に伴い、その４分の１の法定国庫負

担分について増額が見込まれるものでご

ざいます。

　１０ページ、項２、国庫補助金、目１、

財政調整交付金は、前年度に比べ０．４

％の減となっております。

　１１ページ、款４、療養給付費交付金、

項１、療養給付費交付金、目１、療養給

付費交付金は、前年度に比べ３．２％の

増となっております。これは、退職被保

険者の増及び前期高齢者の増に伴う療養

諸費及び高額療養費の増によるものでご

－�4�－



ざいます。

　款５、府支出金、項１、府負担金、目

１、高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ１１％の増となっております。

これは、先ほどの国庫負担金の項目でご

説明しましたものと同様に、高額医療費

共同事業拠出金の増に伴い、増額が見込

まれるものでございます。

　１２ページ、項２、府補助金、目１、

事業助成補助金は、前年度に比べ７．７

％の減、目２、老人医療波及分補助金は、

前年度に比べ２４．８％の減、目３、障

害者医療波及分補助金は、前年度に比べ

３．９％の増となっており、いずれも府

制度の見直しに伴うものでございます。

　目４、財政調整交付金は、前年度に比

べ２．２％の増となっております。

　１３ページ、款６、共同事業交付金、

項１、共同事業交付金、目１、高額医療

費共同事業交付金は、拠出金額の増に伴

い、前年度に比べ１１％の増となってお

ります。

　目２、保険財政共同安定化事業交付金

は、１件３０万円から８０万円までの医

療費に対する共同事業に伴う拠出金に対

する交付金で、平成１８年１０月からの

実施に伴う皆増となっております。

　款７、繰入金、項１、一般会計繰入金、

目１、一般会計繰入金は、前年度に比べ

０．９％の増となっております。これは、

平成１８年１０月から、出産育児一時金

が３０万円から３５万円に改定されたこ

とに伴う繰入金の増が主なものとなって

おります。

　目２、保険基盤安定繰入金は、前年度

に比べ５．８％の増となっております。

　１４ページ、款８、諸収入、項１、市

預金利子、目１、市預金利子は、前年度

と同額となっております。

　項２、雑入、目１、一般被保険者第三

者納付金、目２、退職被保険者等第三者

納付金、目３、一般被保険者返納金、目

４、退職被保険者等返納金につきまして

は、過去の実績を勘案し、予算額を調整

させていただいております。

　１５ページ、目５、雑入につきまして

は、前年度と同額を見込んでおります。

　次に、歳出でございますが、１６ペー

ジ、款１、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費は、前年度に比べ０．

６％の増となっております。これは、人

件費の減が見込まれる一方、国保システ

ム改造委託料の増によるものでございま

す。

　１７ページ、目２、連合会負担金は、

前年度に比べ０．４％の減、目３、市町

村部会負担金は、前年度と同額となって

おります。

　１８ページ、項２、徴収費、目１、賦

課徴収費は、前年度に比べ２，９％の増

となっております。これは、前納報奨金、

口座振替奨励金の増が主なものとなって

おります。

　１９ページ、項３、運営協議会費、目

１、運営協議会費は、前年度と同額となっ

ております。

　２０ページ、款２、保険給付費、項１、

療養諸費、目１、一般被保険者療養給付

費は、前年度に比べ３．５％の増となっ

ております。これは、一般被保険者２万

１，０５０人に係る療養給付費で、１人

当たりの費用額は、若人が約１７万７，

７００円、前期高齢者が約４９万４，３

００円、乳児が約２１万４，５００円を

見込んでおります。

　目２、退職被保険者等療養給付費は、

前年度に比べ５％の増となっております。

これは、退職被保険者等６，９１５人に

係る療養給付費で、１人当たりの費用額

は約３８万７００円、前期高齢者分とし
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て約４６万４，０００円を見込んでおり、

大きな伸びを示しておりますのは、被保

険者の増及び前期高齢者の増に伴うもの

でございます。

　目３、一般被保険者療養費は、前年度

に比べ１４．８％の増、目４、退職被保

険者等療養費は、前年度に比べ２４．３

％の増となっており、これらは、近年、

柔整分の増加が著しく、これに加えて、

退職被保険者の増を見込んだものでござ

います。

　目５、審査支払手数料は、前年度に比

べ１０．３％の増となっており、審査支

払い件数の増を見込んだことによるもの

でございます。

　２１ページ、項２、高額療養費、目１、

一般被保険者高額療養費は、前年度に比

べ１０．４％の増、目２、退職被保険者

等高額療養費は、前年度に比べ１０．９

％の増となっております。

　２２ページ、項３、移送費、目１、一

般被保険者移送費、目２、退職被保険者

等移送費は、前年度と同額となっており

ます。

　２３ページ、項４、出産育児諸費、目

１、出産育児一時金は、前年度に比べ７．

７％の増となっております。これは、平

成１８年１０月以降の出産育児一時金が

３５万円に改定されたことに伴うもので

ございます。

　２４ページ、項５、葬祭諸費、目１、

葬祭費は、前年度と同額となっておりま

す。

　２５ページ、項６、精神・結核医療給

付費、目１、精神・結核医療給付金は、

前年度に比べ２２．６％の増となってお

ります。これは、支給件数の増が主なも

のとなっております。

　２６ページ、款３、老人保健拠出金、

項１、老人保健拠出金、目１、老人保健

医療費拠出金は、前年度に比べ３．７％

の減となっております。これは、平成１

９年度概算医療費拠出金が減少したこと

に加え、前々年度精算分も減少したこと

によるものでございます。

　目２、老人保健事務費拠出金は、前年

度に比べ０．８％の減となっております。

これは、審査支払い件数の減によるもの

が主なものでございます。

　２７ページ、款４、介護納付金、項１、

介護納付金、目１、介護納付金は、前年

度に比べ６．３％の減となっております。

これは、前々年度精算拠出額の減少に加

え、第２号被保険者数の減少に伴うもの

でございます。

　２８ページ、款５、共同事業拠出金、

項１、共同事業拠出金、目１、高額医療

費共同事業医療費拠出金は、前年度に比

べ１１％の増となっております。

　目２、保険財政共同安定化事業拠出金

は、平成１８年１０月から実施されまし

た、３０万円から８０万円までの医療費

に対する大阪府国民健康保険団体連合会

への拠出金でございます。

　目３、高額医療費共同事業事務費拠出

金は、前年度に比べ３７．５％の減となっ

ております。

　目４、保険財政共同安定化事業事務費

拠出金は、保険財政共同安定化事業に対

する事務費でございます。

　２９ページ、目５、その他共同事業事

務費拠出金は、前年度と同額となってお

ります。

　款６、保健施設費、項１、保健施設費、

目１、保健衛生普及費は、前年度に比べ

０．１％の減となっております。

　３１ページ、款７、諸支出金、項１、

償還金及び還付加算金、目１、一般被保

険者保険料還付金及び目２、退職被保険

者等保険料還付金、目３、償還金につき
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ましては、前年度と同額となっておりま

す。

　３２ページ、款８、予備費、項１、予

備費、目１、予備費は、前年度と同額と

なっております。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○上村委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　山崎委員。

○山崎委員　国民健康保険特別会計の方

では、まず、６ページに歳入の大まかな

部分を書いていただいてるんですけれど

も、この部分で、保険財政共同安定化事

業交付金というのは、もう相殺というか、

出ていって返ってくるという形ですから、

それを除いて、荒っぽい計算になります

けれども、全体が２．７％の伸びになっ

ていると思うんですけれども、これに対

して繰入金が、市の分が２．８％の伸び、

これで本市は繰り入れを減らしていない

ということを主張されているんでしょう

けれども、国庫支出金に至ってはマイナ

スというか、府の方に移行した分もある

んですけれども、府の支出金が２．３％

の伸びと。基本的に国や府の支出金も余

りふえてはいないわけです。

　ここで、全体の保険料の伸び、両方合

わせてなんですが４．３％と。この給付

の全体の基本の増分が、被保険者の方に

大きくかかっているということが言える

んじゃないでしょうか。

　これで、公的な部分の負担ということ

を考えると、ここに努力が見えるのかと

いうことをお聞きしたいと思います。

　つまり、繰入金の伸びに比べて、被保

険者の方が１．５倍の伸びをさせられて

いると言えるんではないでしょうか。

　今回、国保の運営協議会で実質値上げ

になると、去年に比べて保険料が上がる

という保険料の改定が、後から出てくる

分でもあるんですけれども、上限の改定

というのみの諮問で、保険料そのものが

どうなるかということの議論がされなかっ

たと聞いております。条例に従って保険

料は計算されていると言われますけれど

も、これでは、給付の負担がふえ続ける

と、保険料も永遠にふえ続けるというこ

とになるんではないでしょうか。

　今後の医療費の増大分を自動的に被保

険者の負担にしていくというのでは、保

険料の計算、どこで検討されているのか。

ますます保険料が生活費に及び、払えな

くなるという方もふえるんではないかと。

生活費には、公租公課、税金も含めてか

けないという考え方があるということと

も矛盾してくると思いますので、この保

険料決定のあり方についてのお考えもあ

わせてお聞きしたいと思います。

　代表質問でも、家計に比べて負担が数

年来上がり続けているということを訴え

ましたけれども、税制改定で、所得が上

がってきているので、収入が変わらなく

ても保険料の負担がふえる。所得階層も

上がって、ダブル効果で保険料が上がっ

ているということもあると思うんですが、

いよいよ家計も、保険料や医療費の負担

で大変だという事態になりかねないと考

えますので、被保険者への負担を減らす

努力を市としてはするべきだと考えます

が、見解をお聞かせください。

　それから、あと、ちょっと窓口業務の

ことについてもお聞きしたいと思うんで

すが、資格証明書、それから、短期被保

険者証の発行についてですが、資格証明

書を発行されている世帯をどういうふう

につかんでおられるのかということをお

聞きします。

　日本は、国民皆保険制度が保障されて

いるという国ではなかったかと思うんで
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すが、保険料が払えない方が、窓口で一

たん１０割の医療費を払えという資格証

明書なんですが、これは、保険制度から

の締め出しになるんではないでしょうか。

１年間保険料を滞納しておると、それか

ら、単に連絡がとれないとかいう理由で

発行されるとすると、そこには問題は生

じてこないのかと。世帯主の方が、社会

性を欠いて保険料を払わないという方も

いらっしゃると思うんですけれども、そ

こに扶養のお子さんたちがいるとすれば、

子どもさんの医療の手だてというのはど

うなるのかと。ネグレクトというか、児

童虐待につながってくるんではないかと、

そういう心配もあるわけですから、資格

証明書の発行数は、本市では幸いそう多

くないということを聞いておりますので、

世帯の状況などをちゃんとつかんでおら

れるのか、１８歳未満の子どもさんのい

る家庭で資格証明書を発行されている方

はおられるのかどうか、お聞かせくださ

い。

　山形県では、社保協の訴えに、子ども

のいる世帯には資格証明書を出さないと

いう確認をしています。現行法でも、特

別の経済的困窮があるという方は発行の

対象外でありますから、実態に即した対

応が求められるところだと思っています。

　この５年間に、国保料が払えず、国保

が使えなくて、病院に行けなくて命を落

としたという件数が、報道されているだ

けでも２０件を超えています。過去、そ

ういう事態が本市にもあったということ

を聞き及んでいますので、これは格段に

注意する必要があると思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

○上村委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　歳入面における、

保険料の伸びが約４．３％ということで、

ほかの比率と比較して、給付がふえた分

が保険料にかかっているのではないかと

いうご質問でございますが、保険料の決

定のあり方等にも関係するところではご

ざいますが、見込まれる医療費ないし老

健の拠出金等々の支払いに対しまして、

通常、国、府、市の負担金等を差し引い

た部分が、最終、保険料という形で決まっ

てくるわけでございます。

　国の負担金等の伸び等についてですが、

実際、調整交付金等、それから、伸びと

いいますか、把握し切れないところもあ

るのも含めた中で、保険料を最終決めさ

せてもらっております。今後、給付がふ

えてくると、保険料だけが伸びてくるの

ではないかということですが、保険料だ

けが伸びるということではなくて、先ほ

ど言いました、それぞれの負担割合とい

う部分もふえてくるものと考えます。

　あと、保険料を減らす手だてというこ

とでございますが、この部分につきまし

ては、若干、国保の会計の特色といいま

すか、歳出の部分をこちらで操作すると

いうことが実際不可能に近い状況の中で

すが、その中でも、医療費を将来的にやっ

ぱり減らしていくような、保険者として

の取り組みも必要じゃないかと。具体的

には、保健事業といいますか、市の内部

で言いますと、健康推進課等ともタイアッ

プしながら、いろいろな健診事業やヘル

スアップということで、１８年度で言い

ましたら、健康まつりの際にウォーキン

グコースを使った健康事業への取り組み

等を行う中で、市民に健康への意識啓発

といいますか、そういうものを浸透させ

ていく中で医療費の支出というのを抑え

ていければ、それがイコール保険料の負

担を減らしていけることになるのではな

いかなというふうには考えております。

　それと、あと、国保運協の中で、今回、

医療分の保険料の賦課限度額の改定とい
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うことで、諮問・答申をいただいており

ます。保険料の分については、過去、答

申いただいた中で、条例どおりの保険料

率の設定ということの中で、予算案の報

告をさせていただいた中では、料率とし

てはこのぐらいになりますという説明等

もさせていただいた中で、委員の中でも

意見の交換等があったということはござ

いますので、そのあたり、ご理解いただ

きたいと思います。

　それと、資格証明書の件でございます

が、世帯の把握ということで、法令で、

通常、資格証明書につきましては、委員

からもありましたとおり、納期から１年

過ぎても保険料の納付がない世帯につい

ては資格証明書を交付することが義務づ

けられております。ただ、本市の場合、

１年間納付がなかったからということで、

即、資格証明書発行ということの扱いは

行っておりません。その中で、支払える

であろうという能力、所得での一定ライ

ンを引いた中で対象者を絞り込み、また

は、その世帯についても、機械的に出す

のではなくて、特別な事情や弁明の機会

ということで、事情があって支払えなかっ

たということがあるのであれば、その辺

の部分を、ご案内した中で申し入れてい

ただけるような形もとりまして、特別な

事情等の申し出があった場合は、その辺

を精査させていただいていると。それ以

外にも、特別な事情の申し出がない世帯

についても、各世帯、１軒ずつ家庭訪問

をさせていただいた中で、お会いできた

世帯については、その場で事情等をお伺

いしながら対応しております。

　家庭訪問をした中で、お会いできてな

い世帯につきましては、それで置いてお

くのではなくて、郵便受けなりドアにつ

いているポスト、そのあたりに、その日

にお伺いした理由等を記入した紙を入れ

させていただいて、電話連絡でも構いま

せんので、事情がある場合はお伝えくだ

さいというような形での対応をとった中

で、最終、資格証明書という形になって

おりますが、その中では、先ほどもあり

ましたとおり、子どもさんのいる世帯や

高齢者のいる世帯等については除外して

いっていると。また、あと、うちの方で

レセプト等も見ながら、医療費がかかっ

ている世帯については、即、発行するの

ではなくて、その辺の事情、極力接触で

きるような形でということで、電話連絡

等、連絡をとったりとかいろいろやって

いる中で、資格証明書を最終発行してい

るような状況でございます。

　１８歳未満のお子さんがいる世帯に対

してはどうかというところでございます

が、本市の場合、現在、未就学児のいる

世帯についてはそういう形で対応させて

もらっています。

○上村委員長　山崎委員。

○山崎委員　医療費を減らす努力、これ

はもう当然頑張ってやっていただきたい

と思います。もう国保会計、そんなに膨

れ上がっても困るもんですから。

　それでですが、今、保険料の話ですけ

れども、代表質問でも取り上げましたけ

れども、この７年か８年の間に、例えば、

所得５００万円で４人世帯だったら１０

万円以上の保険料がふえているわけです、

実際問題として。この保険料、５００万

円の世帯に対して、４人家族ならもう上

限に達してくる、もう５６万円に達して

くるというこの保険料が高いという認識

はちゃんと持ってはるのでしょうか。も

うほんまに、今、保険料が生活を脅かす

というところまできているという認識を

持っているのか。国保の加入者の世帯の

７割が所得２００万円以下の世帯である

ということも前回聞かせてもらいました。
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この市民生活に対して、高いという認識

があるなら、それを何とかしようという

態度が示せないのかということを重ねて

お聞きしたいと思います。

　それで、この保険料の決定で、運営協

議会で話もされたということではあるん

ですけれども、保険料自体が具体的にこ

うなって、また、ことしも上がりますよ

という話をされていたのか。この保険料

決定をしっかりと審議する機関に運営協

議会がなっているのかどうか、お聞きし

たいと思います。

　それと、先ほどの資格証明書の、子ど

もさん、乳幼児はないということですけ

れども、小学生、中学生ではあるんです

か、そうすると。小学校へ行っている子

どもさんの親御さんが保険証を持ってい

ないということがあるんですか。それも

また再度お聞きしたいと思います。

○上村委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　保険料が、この間、

かなり市民負担がふえているということ

に対しての認識があるのかということで

ございますが、その点につきましては、

やっぱり保険料が、例えば、月に１００

円でも５００円でもふえてくるというの

は、それは、やっぱりそれぞれの世帯へ

の負担がふえているというのは事実であ

るということは、市としても認識はして

おります。ただ、私ども、国保の加入者

への安定的な保険給付を継続して行うた

めの財政運営といいますか、国保の運営

をまずやっぱり図っていかないといけな

いのではないかなという中では、一定、

保険料が給付の伸びに応じて上がってく

るというのは、ここは仕方ない、ご理解

いただかないといけない点かなとは思っ

ております。

　あと、運協の場において、保険料率の

決定の際の審議がなされているかどうか

というところでございますが、この点に

ついては、過去もこの委員会の場で議論

がなされておりますが、保険料率の決定

につきましては、あくまでも条例の規定

に基づいて行われているということで、

運営協議会の中での審議により変更とな

るという形はちょっと難しいのかなと思っ

ております。

　あと、資格証明書について、小学生、

中学生のいる世帯については交付されて

いるのかどうかというところですが、実

態として、交付の条件といいますか、市

で資格証明書の交付についての中では、

乳幼児については対象外という形にして

おりますが、小・中学生のいる世帯につ

いては対象とはなっておりますけれども、

件数的には今ちょっとつかんでおりませ

んが、少数世帯だったと思います。

○上村委員長　山崎委員。

○山崎委員　今のお答えでは、何のため

の国保運協かと思うんですけれども、保

険料を決定するのに、共産党は、ずっと

繰入金をふやして保険料を軽減すべきだ

ということを言っているわけですが、こ

の制度そのものは別に不可能ではないと

いうことは認識されてますよね。ぜひと

も、市民生活を守るという立場では、国

保会計が採算性を優先する余り、市民生

活を守れないということになっては、何

のための福祉かということになると思い

ますので、そこのところは、住民生活を

守ることと採算性重視ということは相反

するものであって、国民生活重視の方を

優先して運営を行っていただきたいと思

います。これは要望でいいです。

　それで、子どもさんのいる世帯の分、

国保の分は、名前と住所を入れれば世帯

の中身、全部ぱっとわかりはるわけです。

ですから、もう小学生、中学生の方につ

いても、子どもさんが医療を受ける状態
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にないということを、資格証明書という

ことは基本的にそういうことですので、

今、いらっしゃるというご答弁でしたか

ら、これは是正をしていただきたいと思

います。

　繰り返しても、もう採算性の話をし始

めると大変ですので、このくらいにして

おきたいと思いますが、ぜひよろしくお

願いいたします。

○上村委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　先ほどの答弁の中

で、１点、補足させていただきますと、

資格証明書ですが、小・中学生がおられ

る世帯については、機械的に出している

んではなくて、極力接触の機会等を図っ

た中での対応ということでやっておりま

すので、そのあたり、ご理解よろしくお

願いします。

○上村委員長　山崎委員。

○山崎委員　対応はされているというこ

となんですけれども、今、山形県で、子

どもさんのいる家庭にはもう出さないと

いうことは確認できているとか、経済的

困窮で特別な状態があるということがあ

れば、今の現行法でも発行の対象外にで

きるわけですから、もしそういうことが

あれば、今からでも是正ができるなら、

よろしくお願いします。

○上村委員長　ほかにありませんか。

　村上委員。

○村上委員　この国民健康保険料につき

ましては、僕も、今後の少子高齢化いう

んですか、そういう形で、先進の医療技

術の発達ということで、かなり治療する

にしても、その機械を一つ使うにしても、

かなり高額的なものが、かなり医療的な

部分で入ってきているということで、こ

の国民健康保険料については右肩上がり

いうんですか、今後はそんなに減額とい

うことはないだろうなというふうに私は

思っとるんですけれども。

　その中でちょっと質問させていただき

たいんですけれども、８ページのところ

なんですけれども、歳入の面で、款１、

国民健康保険料、項１、国民健康保険料、

目１、一般被保険者国民健康保険料とい

うことで、健康保険料につきましては、

昨年度に比べ１．９％増というお話でご

ざいました。その中で、徴収率が、現年

分で９２％が目標、それから、滞納分で

１３％というご説明があったんですけれ

ども、その中で、現年分、特に９２％に

つきまして、目標設定のこの９２％とい

う数字はどういう形で出てきたのか。過

去の推移とか、その辺があるかと思うん

ですけれども、この設定の数字について

ちょっとお聞きしたいというふうに思い

ます。

　それと、あと、ことしから、納付の期

割が１２期から１０期という形になると

いうふうに聞いておるんですけれども、

また、私が聞いたところでは、やっぱり

市民の方も知らない方がまだおられると

いうようなこともございますので、今後

は、周知についてどういうふうに考えて

おられるのかということをお聞きしたい

と思います。

　それから、１８ページのところなんで

すけれども、款１、総務費、項２、徴収

費、目１、賦課徴収費、節１、報酬の中

で、保険料徴収員報酬ということで１，

９１７万円が計上されているんですけれ

ども、これも、前の委員会等々で、普通

徴収員と特別徴収員という方が、合計９

名だったでしょうか、おられるというこ

となんですけれども、この９名の方でど

れだけの保険料を徴収されておられるの

かというものがわかれば、お聞きしたい

と思います。

　それと、基本的には、口座振替等々が
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ふえていくのがいいんじゃないのかなと

私思うんですけれども、この保険料徴収

員の方々が、そういう形で口座振替等の

依頼をされているのかということをお聞

きしたいと思います。

　それと、議案第３０号の件なんですけ

れども、今回、５３万円から５６万円に

賦課限度額が上がるということなんです

けれども、この約３万円上がることにつ

きまして、何人ぐらいの方が対象になら

れるのかというのがわかればお聞きした

いと思います。

○上村委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、一般保険料

現年分の収納率を９２％に設定している

ところの根拠となるところでございます

が、実は、この９２％という数字につき

ましては、過去の、現年分と滞納分を合

計した収納率がこのぐらいになっておる

というところで、滞納分との合計という

ところではございますが、実際、現年分

との開きの部分につきましては、あると

いうのが事実でございます。その部分に

つきましては、私どもも、保険料の徴収

業務をやっておる中での努力目標といい

ますか、目標値としてもそのあたりの設

定というところで考えております。

　それと、１９年度から保険料の納付の

期割が１２期から１０期に変更になると。

この分につきましては、従前、仮算定、

本算定という２度にわたる算定処理を行っ

ておったものを、６月の１回で１年間の

保険料を決定させてもらって、ご案内さ

せていただくという形につきましてのＰ

Ｒ方法でございますが、実は、今年度、

１８年度のそれぞれ仮算定、本算定の通

知時には、そのご案内のチラシも入れさ

せてもらっておりまして、広報にも載せ

させていただいておりますけれども、ま

た、委員ご指摘のとおり、まだご理解い

ただけてないというか、実際、周知がま

だきっちりできてないではないかという

ことにつきましては、通常、今まででし

たら、４月に仮算定保険料ということで、

各世帯に保険料の通知を差し上げており

ましたが、１９年度につきましては、６

月本算定ということになりますので、４

月には何も通知がいかないという形になっ

てしまうのですけれども、今考えており

ますのは、４月に、保険料の算定時期が

６月になりますということで、４月、５

月については保険料の請求はいきません

というご案内を各世帯に送付させていた

だこうかなというところを考えておりま

す。

　それと、次に、保険料徴収員の収納額

についてでございますが、特別徴収員と

申しまして、主に、滞納分を集金に回っ

ていただいている徴収員が４名ございま

して、１７年度決算の数字になりますが、

４名で約８，１５０万円でございます。

普通徴収員ということで、５名おられま

すが、この方につきましては、主に現年

分と申しまして、その期別、対象月の保

険料の集金が主にありまして、そちらに

つきましては、金額と申しますより、集

金件数で約４，０００世帯ほどを回らせ

ていただいているという形でご説明させ

てもらった方がよろしいかと思います。

　それと、集金の中での口座振替への依

頼は行っているかということにつきまし

ては、実は、集金に行く際にも、そのあ

たり、口座振替と、あと自主納付と申し

まして、ご自身で金融機関で納めてもら

う方法等につきましても説明していただ

くと。依頼がありましたら、そのあたり

の口座振替の手続きの依頼の用紙等もお

配りしていただくようなことも積極的に

行っております。

　次に、賦課限度額が５３万円から５６
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万円になった場合の対象人数といいます

か、実は、保険料については世帯でかか

りますので、対象世帯ということでお許

しいただきたいと思うんですけれども、

５３万円から５６万円になる世帯が、約

９００世帯でございます。

○上村委員長　村上委員。

○村上委員　先ほど、徴収率９２％とい

うお話もございましたし、また、徴収員

の方につきましても、滞納分として４名

で８，１５０万円ですか、徴収されてい

ると。それから、また、普通徴収員の方

が５名で、現年度分として４，０００世

帯の徴収をされているということなんで

すけれども。この国民健康保険料につき

ましては、国民皆保険料という、皆さん

という皆という言葉がついておりますの

で、いわば、皆さんで使った医療費は皆

さんで見ましょうというんですか、逆に、

自分で使う分も皆さんに賄ってもらいま

しょうということになっておりますので、

この辺も踏まえて、徴収率を上げていた

だくような形で、これも特別交付金の絡

みのことも関係してくると思いますので、

その辺で徴収率を上げていただくような、

今後さらなる努力ということをお願いし

たいと思います。

　それから、口座振替なんですけれども、

こういう形で口座振替がもしどんどんふ

えてくれば、この徴収員の方も少しは人

数が減らせるというか、数も減らすこと

ができるということになってくると思い

ますので、この口座振替もふやしていっ

ていだければというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

　それから、期割の周知の件なんですけ

れども、これ、基本的には６月からにな

りますので、もし、これ１２期割にした

いという方がおられれば、これが６月か

ら来年の５月という期割になるのか、そ

の辺を確認だけさせていただきたいと思

います。

　それから、あともう１つ、最後の、賦

課限度額の５３万円が５６万円というこ

となんですけれども、この５６万円とい

う算定の中身というか、経緯といいます

か、もしわかれば、教えていただければ

と、そういうふうに思います。

○上村委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　１９年度から保険

料の支払いが、６月本算定の１０期払い

ということで、その分が１２回払いも可

能かどうかというご質問につきましては、

６月の本算定ということで、お支払いは、

通常、会計年度３月末ということで、そ

の間で１０回という形になりますが、確

かに、１２回で期割していた部分が１０

回ということで、１回当たりの支払い額

がふえてくると。トータルでは一緒なん

ですけれども、ふえてくるという部分に

つきましては、お申し出いただきました

分につきましては１２回払いも可能と。

その場合は、前もってということではな

くて、６月に１年間の保険料が決まりま

すので、６月から翌年の５月までの１２

回での対応も可能ということでお願いし

たいと思います。

　そして、賦課限度額の５６万円の算定

の経緯というか根拠ということでござい

ますが、こちらの方につきましては、賦

課限度額と申しますのは、実は、国民健

康保険法の施行令の中で定められており

まして、今回、５６万円に上げさせても

らったというのは、５３万円から５６万

円という施行令の改正があったことに伴

いまして、今回、同様に条例の改正の方

を上げさせてもらっております。

○上村委員長　村上委員。

○村上委員　先ほどの、期割につきまし

ては、またしっかりと周知していただき
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まして、１２期割にしたいという方につ

いては、柔軟に対応をお願いしたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願い

いたします。

　それから、もう１点なんですけれども、

議案第３号の２３ページのところなんで

すけれども、款２、保険給付費、項４、

出産育児諸費、目１、出産育児一時金、

節１９、負担金、補助及び交付金という

ことで、出産育児一時金が８，７５０万

円、今年度計上されているということな

んですけれども、この支払っていただく

方法というものが、これ、妊娠されて８

５日を経過すれば、あってはならないん

ですが、死産の場合等々も出るというこ

とをお聞きしとるんですけれども、この

出産の、極力、市民の方への負担を減ら

すという意味で、例えば、これ出生届を

出すと、今、一時金をもらえるという形

になろうかと思うんですけれども、この

あたりが、市民の方の負担を少しでも抑

えようということで、前払いというのが

できないものかどうか、その辺のお考え

をひとつお聞きしたいと思います。

○上村委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　出産育児一時金の

前払いということができないかどうかと

いうことでのご質問につきましては、実

は、出産育児一時金につきましては、国

民健康保険に加入されている被保険者が

出産された際に支給させていただいてい

るものでありまして、ご質問の前払いに

ついてでございますが、この一時金の支

給というものにつきましては、被保険者

が出産された日に、国保の被保険者の資

格を有しているというのが条件としてま

ず１つあるんですが、それと、出産とい

う事実によって支給させていただくもの

でございますので、その２点からしまし

て、ちょっと前払いというのは性格的に

難しいのではないかなと今の現状では考

えております。

○上村委員長　村上委員。

○村上委員　この出産育児一時金につき

ましては、大阪府の方も、第三子ですか、

さらにプラス５万円か何かいうことも、

１９年度、制度的にはあるというふうに

ちょっと聞いとるんですけれども、そう

いう形で、極力、出産をされる方につい

て、負担を少しでも減らそうという思い

でされているかと思いますので、それで、

出産する前にもかなりお金が要るという

ような現状もございますので、その辺も

踏まえて、ちょっと今後検討していただ

ければと思いますので、これは要望とさ

せていただきます。

○上村委員長　山崎委員。

○山崎委員　議案がたくさんありまして、

老人保健医療特別会計予算の分がちょっ

と抜けておりましたので、再度、質問さ

せていただきたいと思います。

　医療給付で、今年度、２億５，０００

万円の減ですね。補正では３億４，００

０万円の減。後期高齢という線引きがさ

れて、移行が先送りされているというこ

との理解はしておりますけれども、これ

が、つまり国保に残されたお年寄りが出

てくるということになるんじゃないかと

思うんですけれども、今までの老健加入

者と比べて、後期高齢に達しない方の不

利益というか、制度の違いとかサービス

の違いとかが出てこないのかどうか、ちょっ

とその辺をご説明いただけないでしょう

か。

　それから、もし差があるんでしたら、

同様にまた援助していくというような手

だては考えられないのかをお聞きしたい

と思います。

　こういう問題、窓口業務の話なんです

けれども、先ほどの国保と一緒なんです
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が、老人保健の窓口でも同様に、老人世

帯で受けられるサービスの説明とかいう

のがきちんとできていないといけないと

思うんですけれども、いかがでしょうか。

所得申請とか減免申請のやり方というか、

そういうことを教えてあげられているの

かどうか。受領委任払いとか高額療養の

制度などについても説明がいただけてい

るかどうかということをお聞きしたいと

思います。

○上村委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　まず、老人保健

医療の予算に係る部分についてご答弁申

し上げます。

　１８年度補正予算で減額予算をさせて

いただいているということでございます

けれども、この理由につきましては、平

成１７年度前半の医療費が伸びたために、

１７年度で追加補正をさせていただいた

わけでございますけれども、１７年度後

半の医療費が伸びなかったということで、

今回、減額補正をさせていただいており

ます。

　理由につきましては、基本的には、今、

委員ご指摘のように、制度改正に伴いま

す経過措置で、対象者の方が順次減って

きているということで、基本的には、医

療費については、そのときによって若干

の相違はございますけれども、基本的な

ベースとしては下がってきているんでは

ないかなというふうに考えております。

　それから、制度改正に伴いますサービ

スにつきましては、基本的には変わりが

ないというふうに認識をいたしておりま

す。

　それから、あと、高額の関係とか減額

対象のこととか、窓口対応のことについ

てでございますけれども、これらのこと

につきましては、対象者の方にきちっと

しておりますし、窓口におきまして、制

度の周知については、基本的にはできて

いるんではないかなというふうに考えて

おります。

○上村委員長　ほかにありませんか。

　安藤委員。

○安藤委員　まず、議案第３号、それか

ら、議案第１１号の国保特別会計の関係

なんですけれども、さきの一般会計の予

算審査の中でも、国保料のこの間の推移、

それから、一般会計の繰り出しのことで

いろいろとご質問をさせていただいたわ

けでありますけれども、国保料が、今回、

一般の医療分で３．０６％引き上げられ

るということがこの予算の中に盛り込ま

れているということでありますけれども、

予算書の保険料を見ますと、前年と比べ

ますと、保険料収入が２．２％ほどの伸

びになっています。国保料のその３．０

６％の改定というのは、滞納分は含まれ

ないというふうな認識でいるわけですけ

れども、この辺、平均改定率３．０６％

の引き上げと、予算における現年の一般

医療給付分の保険料の伸び２．２％、こ

の約０．８％のこの乖離はどういった理

由によるものなのかをちょっと教えてく

ださい。

　それから、資格証明書も、先ほどから

議論をされていますけれども、資格証明

書、それから、短期被保険者証の発行数、

推移をちょっと教えていただきたいと思

います。

　それから、この間、既に資格証明書を

発行されている方々の中から、長期保険

証もしくは短期被保険者証に移管した人、

それから、短期被保険者証を発行してい

る中で、長期保険証に移管してきた人は

どのぐらいの率でいらっしゃるのか。資

格証明書や短期被保険者証を発行されて

いる方々の納付相談はどのぐらいふえて

きているのか。あわせて、資格証明書で

－�15�－



お医者さんにかかっている件数というん

ですか、資格証明書で医療機関を受けて

いる方の割合というんですか、件数を教

えていただけたらと思います。

　それから、１９ページで、国保運営協

議会の費用が計上されているわけですけ

れども、国保運協の開催の回数、年間何

回やられる予定になっているのか。それ

から、国保運協のそもそもの意義という

んですか、役割というものは何なのか、

ちょっと改めてお聞かせいただけたらと

思います。

　それから、１８年度の決算はまだまだ

これからの話だと思うんですけれども、

現段階、わかっている範囲で、収支の状

況等、直近の状況を教えていただけたら

と思います。

　それから、今度ちょっと、１０ページ

になりますけれども、国庫補助金の特別

調整交付金、これが１１２万３，０００

円ほどが前年比で減っていますけれども、

この減った原因を改めて教えてください。

　１２ページの老人医療波及分の補助、

障害者医療波及分の補助、先ほど、府の

制度の改定によるものだということであ

りますけれども、減っているもの、ふえ

ているものがありますけれども、その中

身について。あわせて、普通調整交付金

が８００万円ほどふえていますので、そ

の点についても教えていだけないでしょ

うか。

　それから、１８ページ、これも、収納

率の向上に向けて、前納報奨金、それか

ら、口座振替の奨励金等などが出ている

わけですけれども、前年比よりも伸びて

いますが、この点、件数としてどのぐら

いを目標に伸ばしていこうとされている

のか、その辺の目標値が定まっておられ

るのであれば教えていただけないでしょ

うか。

　あと、１７ページの、国保システム改

造委託料でございますが、この中身につ

いてもちょっと教えてください。

　それから、２１ページの、高額療養費

ですけれども、かなりの伸びになって、

前年と比べますと５，７００万円ほど伸

びております。退職の方になりますと、

前期高齢者がふえていることなどもご説

明いただいたんですけれども、その点も

改めて、具体的に教えていただけたらと

思います。

　それから、老健の方ですが、補正予算

も、それから、１９年度の予算につきま

しても、支払基金の交付金、それから、

医療給付等々、大幅に減ってきています。

老健制度の改定で、対象となる方が国保

にとどまっていることなども上げられる

かと思いますけれども、この背景につい

て、ちょっと教えていただけたらと思い

ます。

　それから、レセプト点検に関連しまし

て、老健の上限額は窓口で申請をして、

償還手続きをとるということになってい

るかと思いますけれども、医療を受けて

から、レセプト点検が終わって、償還の

時期、あなたの医療費は上限額を超えて

いますので、償還の手続きに来てくださ

いというところまでの期間というのは、

今どのぐらいの期間でできているのかど

うか。

　それから、その償還の手続きについて、

やはり多額の償還金であれば、バスやタ

クシーに乗って市役所まで足を運んで手

続きをとるということはありますが、少

額の場合、今度、バス代でそれがもうな

くなってしまって、一体何のためかとい

うような形になってしまう状況もあると

お聞きしておりますし、中には、郵送で

もできますという、以前からお話を伺っ

ていますけれども、郵送の切手代のこと
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を考えると申しわけないという、そうい

うような思いの方が現に本当にいらっしゃ

いますが、この辺の老健、特に７５歳以

上の方々の医療費、できるだけ煩わしい

手続きなしで、払う必要のない医療費の

返還を求めることについては工夫が必要

かと思いますけれども、その点をどのよ

うにお考えになっているのか、改善方法

等をお示しいただけたらと思います。

　それから、あわせて、これ、またお答

えができればと思うんですけれども、老

健が平成２０年の４月から、後期高齢者

医療の方に移管していくわけですけれど

も、その移行の手続きであるとか、それ

から、加入者の方々への周知であるとか、

それから、当面の保険料がどうなるのか、

それから、新たに負担が生じる人たちが

どのぐらいいらっしゃるのかなどなどの

ことについてのお考えと、それから、こ

の平成１９年の間に周知徹底を図ってい

く必要があるかと思いますけれども、そ

の点のお考えについてもお聞かせをいた

だきたいと思います。

○上村委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、１点目、国

保料の改定率が３．０６％に対して、保

険料の予算分が２．２％、この差につい

てでございますが、まず、その改定率の

３．０６％につきましては、１人当たり

の保険料を比較した部分でございまして、

予算総額につきましては、当然、その１

人当たりの保険料に被保険者数を掛けた

分が予算の金額として出てくるわけです

が、１８年度、１９年度につきましては、

被保険者数の違いというのもこの差に出

てくるというところでございます。

　そして、２点目の、資格証明書と短期

被保険者証の発行数でございますが、今、

手元で把握していますのが、実は１１月

末現在でございますが、短期被保険者証

が１，６６７件、資格証明書が８１件で、

当然、きょう現在までに、資格証明書か

ら短期被保険者証なり長期保険証にかわっ

ている世帯もございます。今、ちょっと

そこの数が把握できておりませんが、短

期被保険者証につきましても、短期被保

険者証から長期保険証といいますか、通

常証にかわっている部分もございます。

それにプラス、国保の場合、日々、異動

の件数も結構ございまして、この１１月

末では摂津の国保の被保険者であったけ

れども、転出なり、社会保険等々ができ

たことによって資格を喪失している世帯

もございますので、それが全部この中で

ということではなくて、国保全体として

ありますので、そういう世帯もこの中に

含まれてくるということで、今現在の数

字というのは、今把握しておりませんが、

数字としては両方とも減っているという

形になると思います。

　あと、資格証明書による医療機関なり

の受診につきましては、実は、短期被保

険者証であろうが資格証明書であろうが、

普通証であろうが、それで医療を受けら

れた場合には、医療機関からレセプトと

いうのが私どもの方に回ってくるわけな

んですけれども、資格証明書によるレセ

プトというのはまだ来ておりませんので、

きょう現在ではなしという形です。

　そして、運協にかかわる部分でござい

ますが、年間の開催回数につきましては、

これは不定期でございますので、特に定

めとしてはございません。あと、運協の

意義というところでございますが、この

審議事項につきましては、一部負担金の

負担割合に関する事項、保険料の賦課方

法に関する事項、保険給付の種類及び内

容に関する事項、その他、市長が必要と

認める事項となっております。

　そして、１８年度の決算見込みという
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ご質問でございますが、この点につきま

しては、先ほど、質問の中にもございま

したように、まだ１８年度の会計を閉め

るまでに、当然、歳入面におきましては、

保険料の収入や、あと、調整交付金等の

交付決定がまだ出ていないという中で、

歳入もまだ確定していないという点や、

一方、歳出におきましても、医療費の支

払いがまだまだ年度途中であることから、

決算見込みというのは、なかなか今の時

点で確定的なものを申し上げることはで

きないんでございますが、今の状況で、

見込みとしては、約３億円程度の赤字に

なるのではないかなと思われます。

　ただ、その中には、療養給付費交付金

と申しまして、退職者にかかわる部分の

交付金の過払い部分が、これが約８，０

００万円から９，０００万円ぐらいにな

るかなと思われる部分も含んでおります

ので、その部分は翌年度、１９年度で返

還という形になりますので、純粋に言い

ますと、その部分を足した部分、約３億

８，０００万円から９，０００万円前後

の赤字が、あくまでも今の時点での見込

みですけれども、そのぐらいの数字になっ

てくるのではないかなと思われます。

　それから、予算書の１０ページの、国

庫補助金の、調整交付金の特別調整交付

金が減額になっている理由でございます

が、この部分につきましては、特別調整

交付金の中のメニューとしての、今回に

つきましては、レセプト点検に係る部分

の交付金があるわけですが、その部分が

都道府県の調整交付金の方に移譲された

という形で減額となっています。

　そして、前納と口座振替の分につきま

しての目標値と申しますか、口座振替に

つきましては、かねてから口座振替の納

付率というのがかなり高率なものとなっ

ておりますので、私どもとしては、口座

振替を推し進めていきたいという中でこ

の奨励金制度を設けておりまして、口座

振替の奨励金を実施する前、１５年度で

口座振替の利用率が、年間の平均で約４

６％であったのが、１７年度末ですが、

５１．０２％ということで、約５％ほど

上がっております。この部分を、今後、

プラスとして口座振替の利用率を上げて

いきたいということで、特に目標値とい

うことでは定めはございません。

　次に、１７ページの、国保システム改

造委託料の中身につきましては、主に制

度改正や今回の税制の改正等に対応する

ものとしての、国保で通常使っている業

務端末のシステムの改造ということで予

算を計上させていただいております。

　それから、高額療養費の増につきまし

てでございますが、こちらの方につきま

しても、例年、１件当たりの支給率が伸

びてきているということでの増額となっ

ております。

　あと、資格証明書から短期被保険者証

ないし長期保険証にかわった件数や短期

被保険者証から長期保険証にかわった件

数というのは、今ちょっとこちらの方で

の把握というのは手元にはございません。

　あと、資格証明書の方に対する納付相

談の対応ということですが、件数もちょっ

とうちの方で今把握しておりませんが、

窓口の対応といたしましては、保険料を

納めていただけていなかった理由等をま

ずお聞きする中で、それぞれ事情がある

ということで保険料が納めてもらうこと

ができなかったということに関しては、

通常の納付相談と同じような形で行わせ

ていただいた上で、保険証の発行という

ことで対応させてもらっています。

○上村委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　それでは、老人

保健医療に係る部分についてご答弁申し
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上げます。

　まず、医療費が減になっていることに

つきましては、先ほどの答弁でもご説明

いたしましたように、制度の経過措置に

よりまして対象者の減になってきている

ということと、あと、診療報酬の引き下

げにつきましても若干影響があるのかな

というふうに考えております。

　それから、経過措置が切れまして、国

保にとどまることになったことにつきま

して、医療の内容につきましては変わら

ないというふうに考えております。

　それから、レセプト点検の件でござい

ますけれども、高額の療養費の問題でご

ざいますけれども、いわゆる実際に診療

を受けられてから２か月後以降にしかレ

セプトの現物がこちらの方に届かないと

いう現状がございますので、現在は、大

体早くて３か月から４か月かかっている

という状況でございますけれども、そう

した、２か月後にしか届かないという状

況がございますので、これについてはちょっ

といたし方ないかなというふうに考えて

おります。

　それから、償還手続きにつきましては、

一度だけ登録していただければ、あとは

振り込みという形になっておりますけれ

ども、ご指摘のように、一応郵送でも可

としておりますけれども、一度は手続き

をとっていただかねばならないというこ

とになっております。現行では、一定い

たし方ないかなというふうに考えており

ますけれども、ただ、ご本人さんが手続

きをとっていただく必要はないわけでご

ざいますので、例えば、実際には、*ヘ

ルパーさんを利用されている方が、ヘル

パーさんに手続きを代行してもらってい

るとか、そういったことも十分あります

ので、今後も、電話等でそういったご相

談があれば、いろいろそういったサジェ

スチョンというんですか、助言なりをさ

せていただいて、できる限り、せっかく

の制度でございますので、利用していた

だけるように努めてまいりたいというふ

うに考えております。

　それから、今後の後期高齢者の医療制

度の広報関係や移行の手続きの関係等に

ついてでございますけれども、後期高齢

者の制度で、今まで子どもさんの扶養等

に入っておられまして負担がなかった方

が負担がふえるというのは、一応７００

名程度というふうに考えております。

　３月１日号の広報に、２０年４月から

新しい制度に移行しますということの広

報を一回させていただいておりますけれ

ども、今後も広域連合の方の予定といた

しまして、１０月ぐらいまでには、随時

広報活動という形になっておりますので、

今後また、広域連合とも調整しながら、

広報等を初めとした広報活動に努めてま

いりたいと思っております。

　また、あくまで予定でございますけれ

ども、広域連合の方では、１１月ぐらい

に府民向けのＰＲ冊子やポスターの配布

を考えておられるようです。また、２月

以降に被保険者証交付に係るＰＲという

ことも予定されておりますので、広域連

合とも今後調整しながら啓発活動に努め

てまいりたいと思っております。

　また、先ほど申し上げました、７００

名ほどの方が新しい負担等がふえるとい

うことにつきましても、いつの時期にそ

ういった広報をしていくのか、周知をし

ていくのか、これは、新しい保険料との

関係もございますので、そのあたりも含

めまして検討いたしまして、できるだけ

早い時期に周知ができるように努めてま

いりたいというふうに考えております。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　国保料についてですけれど
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も、予算書の方の、保険料が２．２％ほ

どの前年比伸びで、平均改定率は、１人

当たりの保険料が３．０６％の伸びだと

いうようなお話、ちょっとわかりにくく

て、被保険者数は、１９年度は１８年度

と比べてどう見込んでおられるんでしょ

うか。

　１７年度の資料等を見させていただき

ますと、この間の傾向としては、国保の

加入者、全体に若干減ってきていると、

退職医療の方は大幅にふえているけれど

も、前期高齢者は老健の改定によってと

どまる方がいらっしゃるのでふえてきて

いるけれども、一般若年層は減ってきて

いるということなんですけれども、その

点、ちょっとあわせて、加入者数がふえ

ているからこうなんだと、減っているか

らこうなんだというようなことを、再度

ちょっとお教えをいただきたいと思うん

です。

　それから、資格証明書、短期被保険者

証のお話ですけれども、先ほども山崎委

員からも指摘があったと思うんですけれ

ども、資格証明書、短期被保険者証とい

うのは、やはり国民皆保険制度、経済的

な理由によって医療を受けられない、だ

れでもうけられる、そのための制度であっ

て、資格証明書とか短期被保険者証とか

いう形で、医療を受けるに当たっての障

害となるような保険証を発行するという

のは、この国保制度そのものの性格から

言っても、私は間違いだと思っているわ

けですが、この件についても何度も議論

をしてきているわけですけれども、資格

証明書、短期被保険者証の発行というの

は、納付相談をする機会をふやすための

ものなんだというようなお話がありまし

た。

　そうであるならば、どのぐらいの納付

相談をふやしたのか、それから、どのぐ

らいの方が短期被保険者証から長期保険

証になったとか、資格証明書から短期被

保険者証になり、こうなったのか、もし

くは、先ほどの質問の中にありましたけ

れども、若年層、特に、子どものいる世

帯、小学校から中学校、子どものいる世

帯に対して資格証明書を発行している家

庭の状況なども詳しく把握していく必要

もあるのではないかと思いますけれども、

その点はいかがなんでしょうか。改めて、

資格証明書、それから、短期被保険者証

の目的についても、あわせてお示しいた

だきながらご説明をいただけないでしょ

うか。

　それから、医療給付につきましては、

大幅に新年度も伸びるということのもと

で、国保料の引き上げということが今回

も出てきているわけですが、今、老健の

方でもご答弁いただいたんですけれども、

良い、悪いは別にして、診療報酬の改定

等があって、診療報酬の引き下げなども、

国保の医療給付の方にも影響があるので

はないかなというふうに思うんですけれ

ども、その診療報酬の改定の影響という

のをこの国保の医療給付費の中にどのよ

うに見込んでおられるのかも、ちょっと

教えていただけないでしょうか。

　それから、前納報奨金と口座振替の奨

励金ですけれども、予算として、前年比

でそれぞれ１８５万６，０００円と、口

座振替の奨励金が７６万５，０００円増

ということで計上されていますので、やっ

ぱり一定のこの数字をはじき出してきた

根拠があるかと思いますので、その根拠

となる数字というものをちょっと教えて

いただけたらなと思います。

　それから、一回目、ちょっと飛ばして

しまったんですけれども、納付回数が、

先ほどもありましたけれども、１９年度

から１２回から１０回にかわるというこ
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とで、周知も徹底しますというようなお

話でありましたけれども、申請減免の時

期等も、以前と比べて変わってくるのか

なと思いますが、その点はどうなのか、

それもあわせて教えてください。

　あと、国保は、いずれにしましても、

医療給付が伸びますと、被保険者、加入

者の負担がどんどん上がってくるんだと。

国保料が高いというのは、先ほどもお認

めになられてるわけですけれども、しか

し、医療給付も上がってくるということ

で、そこは認めていただかないというよ

うなお話が先ほどありましたけれども、

国保料の今回の値上げ分について、それ

では、もう医療給付が上がったら、もう

すべて加入者の負担にするしか方法がな

いのかどうか。

　仮に、これも前回から話をしているも

のですけれども、今回の値上げを押しと

どめようとするときの努力として、一般

会計の繰り入れというのを求めることも

考えられると思います。どのぐらいのお

金であれば、この値上げを吸収すること

ができるのか。これは、一般会計からの

繰り入れができる、できないは別にして、

それもちょっと教えてください。

　それから、老健の方に移ります。

　老健の方につきましては、支払い基金

の交付や医療給付というのが大幅に減っ

ているというのは、加入者の減や診療報

酬の削減だというようなことはわかりま

した。レセプトにかかわって、償還の手

続きの問題で、２か月後にレセプトが返っ

てきて、手続き等をやりますと、対象者

の方のお手元に届くのは、医療を受けて

から３か月か４か月後になりますよとい

うようなお話でありました。郵送である

とか、それから、ヘルパーさんにお願い

をすれば代行もできますというようなお

話でありましたけれども、それでは、こ

れはここでお聞きしていいのかあれなん

ですが、ヘルパーさんにそういった手続

き、そういった問題もありますからとい

うことで、ヘルパーさんへそういった周

知等というのはできているのかどうか。

　それから、高齢化が進む中で、介護保

険など市のサービスを受けておられない

高齢者の方、摂津市として生活の状況を

つかんでおられない高齢世帯というのも

たくさんいらっしゃると思いますし、現

に、先般の一般会計の予算審議の中でも

渡辺委員が質問されていましたが、正雀

での事件においては、高齢者世帯であり

ましたけれども、市とのかかわりという

のが非常に薄いということで、そういっ

た情報が伝わりにくい部分がある世帯も

多いのではないかと思いますけれども、

その点についてもどうお考えなのか、お

聞かせいただきたいと思います。

　一緒にお聞きしておきますが、以前か

ら要望しているんですけれども、国保制

度の中にあります受領委任払いの制度、

これ、国保だけでなくて、この老健とい

うのはさまざまな医療保険などもかかわっ

ているということで難しいというような

お話がありましたが、受領委任払いの制

度をやっぱり検討する必要が出てくるん

ではないかと。特に、今回、これが後期

高齢者広域連合の方に移行していくわけ

で、新たな議会がつくられて議論されて

いくわけですので、その辺の高齢者の方々

の事務負担というものを削減していくと

いうことでは、この受領委任払いの制度

をきちんと考えていく必要があるのでは

ないかと思いますが、この間、府へ要望

されていくというようなご答弁も何度か

いただいておりますが、その要望とその

到達点というものも教えていだけないで

しょうか。お願いをいたします。

　後期高齢者医療への移行について、周
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知の問題等、やはり加入者の方が７５歳

以上の方々でありますから、なかなか広

報で見ても、これがじゃあ私たちのこと

なのかというのは、なかなかすぐにはぴ

んとこない部分というのはあると思いま

す。これは若年層でもそうだと思います。

そういう意味では、大阪府の広域医療連

合の方の周知徹底やポスターなどに頼る

のではなくて、きちんとその対象となる

方々へお知らせをしていくような手だて

が必要ではないか。これは相当大きな医

療保険制度の改定であって、かつて介護

保険制度が導入されたときに匹敵するよ

うな問題ではないかと私は思うわけなん

です。介護保険制度導入の際というのは、

介護保険は、この後期高齢者医療と同じ

ように、保険料を年金から天引きすると

いうような大きな制度改定もあったわけ

ですので、早くから各地域での説明会を

行ったり、それから、出前講座などで老

人会を回ったりと、そういった長い時間

をかけて周知徹底を図って理解を得られ

る、意見を聞く機会を設けていたかと思

いますが、その点はお考えになっておら

れるのかどうか。市としてやるべきもの

なのかどうかはちょっとわかりませんが、

そういったことも含めて考える必要があ

るのではないかと思いますけれども、そ

の点もお聞かせください。お願いします。

○上村委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４５分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○上村委員長　再開します。

　野村課長。

○野村国保年金課長　先ほどのご質問で、

まず、被保険者数の見込みについてでご

ざいますが、１８年度の当初と１９年度

の当初での被保険者数の見込みの差につ

きましては、１８年度の当初が２万６，

００９人、１９年度の当初予算の見込み

が２万５，８０５人ということで、２０

４人の減となっておりまして、比率にい

たしまして、約０．７８％の減という形

になっております。

　次に、資格証明書と短期被保険者証の

発行に係ります目的ですが、私どものこ

の発行の目的については、あくまでも納

付相談の機会の確保ととらまえておりま

す。

　この相談の機会が年間何回ぐらいかと

申しますと、納付相談につきましては、

短期被保険者証の有効期限が４か月となっ

ておりますので、その部分で、その更新

にかかります回数が年間おおむね３回、

それと、あと保険料の減免申請の際にも

相談させていただいておりますので、そ

の１回を含めて年４回ほどとなっており

ます。

　資格証明書の発行につきましては、極

力控えたいというものもありますが、あ

くまでも法律で義務化されているものだ

ということでご理解いただきたいと思い

ます。

　そして、給付に関しまして、診療報酬

の改定をどのように見込んでいるかとい

うご質問ですが、診療報酬改定の影響を

見込むということにつきましては、実は、

なかなか困難なところがあるかなと。と

いうのは、あくまで診療のケースの中で、

治療方法は１つということでは、それに

影響するものが出てきたりとかいろいろ

ありましたりで、その影響額を見込むと

いうのはちょっと困難な状態で、予算と

しましては、過去の実績や被保者の年齢

構成等の変更を見込んで積算をさせてい

ただいております。

　そして、前納報奨金と口座振替奨励金

の算定の根拠ですが、例年実績に加えま

して、１９年度につきましては、仮算定、

本算定の２回の算定を廃止して、本算定
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一回ということになりまして、それに伴

う、それぞれ前納の対象となる期別の増

加を見込んだもの。そして、口座振替の

奨励金につきましては、これまで、仮算

定の４か月間の納付で、８月の本算定で

保険料に軽減とかがかかって、以降、納

付がないという世帯、仮算定の４回で１

年間の保険料を納めた形になるケースが

ございましたが、今後につきましては、

６月の本算定によりまして、４回のケー

スが１０回に割り振られての納付となる

ということで、こちらの方も対象となる

期別がふえたということをもとに算定を

させてもらっております。

　そして、それに関連しますが、納付回

数が１０回になることによって、減免の

開始時期がいつごろになるかというご質

問でございますが、減免申請につきまし

ては、従来から、その年度の保険料が決

定した月ということで、この１８年度ま

では本算定をさせてもらっていた８月が

減免の開始時期でしたが、１９年度から

は、これが６月に本算定という形になり

ますので、６月が減免申請の開始時期に

なります。

　それと、最後に、保険料の、今回、料

率改定等を上げさせてもらっております

が、抑制するためには幾らぐらいの金額

が必要かというご質問ですが、１９年度

につきましては、冒頭の部長の補足説明

にもございましたとおり、医療分の賦課

限度額を５３万円から５６万円に改定し

て算定させてもらっておりますので、仮

に、賦課限度額が５３万円で、所得割料

率、均等割、平等割につきましても、１

８年度と同額とした場合の不足額が約５，

１００万円ほどになります。

　そして、そこから、今回、賦課限度額

を５６万円にということで３万円改定を

上げさせてもらっておりますが、その対

象世帯がおよそ９００世帯ということで、

約２，７００万円、この限度額の改定に

よって上がってくるということで、５，

１００万円から２，７００万円を差し引

いた２，４００万円ほどが料率等を抑制

といいますか、現状の維持をしようとす

ると、これだけの財源が不足という形に

なってくるかと思われます。

○上村委員長　登阪参事。

○登阪保健福祉部参事　まず、受領委任

払い制度についてでございますけれども、

受領委任払い制度の理解につきまして、

例えば、国保の方でも、１００万円の医

療費がかかって、その３割負担、３０万

円が本人負担となって、その方の、例え

ば限度額が４万４，０００円としますと、

その残り２５万６，０００円の分をご本

人さんがお支払いにならずに、市の方が

直接医療機関の方にお支払いをするとい

うのが受領委任払い制度というふうに理

解をしておるわけでございますけれども、

そうしますと、老健の場合ですと、例え

ば、今の例をとりますと、１００万円の

医療費がかかったとしましても、その１

割負担、例えば１０万円がご本人さんの

医療負担でありましても、実際に病院で

支払いますのは、その方の上限額が、例

えば１万５，０００円、あるいは２万４，

６００円でしたら、その方の上限額を病

院で支払われるわけでございますので、

いわゆる国保で言いますところの受領委

任払い制度というのが、もう老健の方で

は実際にはされているんではないかと、

そういう理解をいたします。

　もし、いわゆる限度額を超えた複数の

医療機関で受診を受けて、限度額を超え

た分を医療機関に支払わないで済むよう

な方法のことで受領委任払い制度という

ふうにおっしゃっているのでございまし

たら、これは現行の制度では極めて難し
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いというふうに考えております。

　それから、そういったことでございま

すので、現在の償還手続きで引き続きお

願いをしてまいりたいというふうに思っ

ておりますけれども、先ほど、例えば、

情報をつかんでいない高齢世帯などへの

周知方法についてどのように考えるのか

ということで、１つの例として、ホーム

ヘルパーの活用等を挙げさせていただき

ました。確かに、ホームヘルパーの業務

として、そういった代行業務についても

ヘルパーの業務ではございますけれども、

これが、例えば、介護保険制度に基づき

ますと、利用者負担の問題等も出てまい

りますので、これは市の方からお願いが

できるものではないというふうに考えて

おります。

　ただ、例えば、高齢者の見守りのヘル

パー等につきましては、今もそういった

いろいろな高齢者の方のニーズにこたえ

るようにというお願いをしておりますし、

今後もそういったことについては徹底を

してまいりたいと思いますし、ヘルパー

というのはあくまで一つの手段でござい

ますので、そのほかにもいろいろな形で

かわりの方法等がありましたら、これは、

私どもも引き続き検討してまいりたいと

いうふうに考えております。

　それから、後期高齢者の医療制度の広

報活動につきましては、委員ご指摘のと

おり、今回の制度改革については非常に

大きな制度改革だというふうに認識をい

たしております。ましてや、対象の方が

７５歳以上の高齢者ということだけに、

大変難しい、複雑な制度の理解を得てい

くのは時間がかかるというふうに認識を

いたしております。

　先ほどの答弁では、一応、広域連合の

今後の啓発に係る予定についてご答弁申

し上げましたけれども、当然、市といた

しましても、その広域連合の取り組みに

上乗せするような形で、市としての独自

の形で理解をいただけるように、検討し

て、進めてまいりたいというふうに考え

ております。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　お答えをいただいたんです

が、予算書の、保険料と３．０６％の改

定率との差というのはわかりました。

　それにしましても、昨年、国保料が大

きく引き上げられて、連続の引き上げと

いうことで、市民の負担というのは本当

に大きくなっています。公的年金の控除

につきましても２０万円削減されて、昨

年から、激変緩和ということで、年金控

除を一気に２０万円減らす部分を、段階

的に３年間かけて減らしていくという形

になっていますから、１８年度の保険料、

料率もかわりますけれども、自動的に年

金生活の方々で、年金収入の方について

は、去年よりもさらに激変緩和策が減り

ますから、保険料が自動的にまた上がる

と。二重、三重という形で負担がふえて

くるということで、これは大変な状況に

あるのではないかと思います。

　改めて、国保料についてですけれども、

先日も取り上げましたけれども、所得が

ゼロの方で、７割軽減があっても国保料

が必要になってくると。１人世帯ですと

１万８，９００円、２人世帯ですと２万

９，３４０円です。平成１３年のときと

比べると、それぞれ２，０００円から３，

０００円ほど負担がふえてきます。所得

２００万円の方ですと、１人世帯でいけ

ば、４万円、５万円と負担がふえていま

す。

　一般的に、今回、５３万円から５６万

円と賦課限度額が上がることによって、

その対象となる世帯、例えば、５００万

円の所得で４人家族の世帯の場合ですと、
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平成１３年から比べると、何と１１万円

も負担がふえます。この平成１３年から

平成１９年の間に庶民の収入所得がふえ

ているかというと、これはもう統計上か

ら見てもふえていませんし、逆に、税金

や社会保険料の引き上げ等、可処分所得

が減っていると。にもかかわらず、１０

万円近い負担がふえてくるということは、

やはりこれは国保の制度の矛盾という問

題の中から発生していることではありま

すけれども、国保の保険料というのは高

いものだというふうに思うんですけれど

も、その辺のご認識を改めてお聞かせく

ださい。

　それから、今、今回の値上げを抑制す

る、１８年度の保険料に据え置くために

はどのぐらいの財源不足が生じているか

というような質問に対してのご答弁では、

賦課限度額５３万円にとどめた場合です

と、５，１００万円足りないということ

です。ということは、５，１００万円、

どこからかお金を補てんすれば、保険料

の料率改定をせずに、市民負担を抑える

ということができるというふうに理解し

ていいのでしょうか、その点をお聞かせ

ください。

　それから、資格証明書と短期被保険者

証についてであります。

　資格証明書と短期被保険者証について

は、資格証明書については、国民健康保

険法の中に提起されていますし、短期被

保険者証については、これは国保法では

ないですね、国保の施行規則の中に、短

期の期日を定めることができるというよ

うな形で示されているかと思いますが、

どちらにしましても、これは払っていな

いことを理由に、払っていないから医療

サービス、保険のサービスを抑制するん

だと、ペナルティーだというものではな

いというふうな認識でおられるというふ

うに理解をしています。

　この短期被保険者証と資格証明書の発

行というのが、収納率を上げるための納

付相談の機会を確保することだというこ

とであるならば、その納付相談の回数で

あるとか、その納付相談をすることによっ

て、例えば、短期被保険者証を発行され

ている方々がどのぐらい収納がふえてき

ているのか、どんな相談内容になってい

るのか、または、資格証明書においても、

納付相談をする中で、何らかの形という

ものをつくっていく努力が必要だと思う

わけです。

　お聞きしますと、資格証明書の場合は

なかなか連絡がとれなくて、やむを得ず

というような形だというお話ですが、し

かし、８１件、昨年お聞きしたときには、

たしか５０数件だったと思いますから、

この間、毎年、毎年資格証明書の発行が

少しずつですけれども、ふえてきている

のが現状だと思います。

　そうした中で、どのような納付相談を

されているのか、実態をどのぐらい把握

されているのか。先ほども、国保法の中

でも、資格証明書を発行はしない条件に

幾つかの規定を設けていますけれども、

摂津市の国保は、さらにその上に乳幼児

のいる家庭には発行しないんだというよ

うな独自の規定も設けておられるわけで

すけれども、先ほどもありましたけれど

も、小学生、中学生と、まさに発達過程

にあるお子さんのいる家庭に対しての発

行というのは少数だけどもあるというお

話もありました。その点、どのようなお

考えのもとなのか。そうした小学生、中

学生のいるご家庭に対して資格証明書を

発行しているという中で、納付相談、そ

れから、生活改善の相談等もさまざまな

ものが出てくるかと思いますけれども、

それにどのような対応をされているのか
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お聞かせをいただきたいと思いますし、

その納付、収納率が上がってきた具体的

なものについてもきちんと把握をしてい

かれる必要があるかと思いますけれども、

その辺はどうなんでしょうか、お聞かせ

ください。

　それから、老健の方ですけれども、老

健の償還手続きの問題でありますが、私

がお聞きしたのは、なかなか制度上は難

しいといった方のことについてお聞きし

たわけなんですけれども、制度上の中で

可能なことをぜひ検討していただきたい

ということがあるんですけれども、もう

１つ、先ほどからもご答弁いただきまし

た、例えば、ホームヘルパーさんにそん

なこともやってもらえないかどうか、市

の方から言うのは難しいかもしれないけ

れどもというお話はありましたけれども、

高齢世帯の方々が、いろいろな市への手

続きというのは非常に煩雑で難しい面、

地域でフォローする手だてというのが、

いろいろと仕組みづくりというのはされ

てきているわけでありますので、もちろ

ん、民生委員さんであったり、地域での

高齢者の方々の拠点づくりも進んでいる

中で、この老健の償還の手続きに限らず、

介護保険の減免であったり、さまざまな

市の負担軽減についての中身については、

周りでフォローができるように、ちょっ

といろいろな場所で周知徹底をしていた

だきたいということを要望しておきたい

と思います。

○上村委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　国民健康保険料に

ついて、この間、負担がふえてきている

のではないかということでございます。

　この件につきましては、保険料の算定

につきましては、この間もご説明させて

もらっているとおり、医療費や老健拠出

金等の見込める支出額から、国、府、市

等の負担する部分を除いたところが、保

険料という形で制度上運用させてもらっ

ているという中では、一定理解をいただ

かないといけないかなということと、保

険料が高いという認識の部分につきまし

ては、本来、繰り入れがないという状況

で、保険料を算定するというのが形かな

と思われますが、その部分に対して、今

現状、市の施策として、保険料軽減分と

いう繰入金を入れた中で一定の府下的に

見ても低い率の保険料になってきている

というのが現実かと思われます。

　そして、先ほどの関連で、その保険料

の料率が上がる分の抑制方法としてどう

いうものがあるかというご質問ですが、

保険料の算定方法につきましては、先ほ

どご答弁させてもらった内容になります

ので、その部分に、今、保険料の軽減分

ということでの一般財源、税からの投入

があることによって保険料が、今、府下

でも率の低い状態になっているというこ

とですので、歳出の部分をコントロール

できないという中では、繰り入れによる

ものしか今現状ないかなと思われます。

　ただ、繰り入れについても、保険料率

が上がるので繰入額をふやすという認識

ではなくて、先ほど申しました、法定外

の繰入金がない場合で保険料率がどのぐ

らい、そこから一般施策として保険料率

を抑えるために幾らかの繰り入れをいた

だいているという形での認識でございま

す。

　そして、資格証明書、短期被保険者証

の件でございますが、まず、納付相談の

内容等につきましては、やはりその世帯

にかかっている保険料、まだ残っている

部分の保険料についての認識をいただく

ということと、内容につきましては、今

までお支払いをいただけてなかったその

ご事情等をお伺いする中で、今後、未納

－�26�－



の解消を図るというのが一番理想的な形

かとは思われますけれども、お支払い、

分割納付の相談等々を行った中で、最終

的には未納解消に至れるような形の相談

というのを行っております。

　そして、その部分において収納率がど

の程度上がったかという点につきまして

は、実際、納付相談を行って、分割で納

付いただいていることによっての、その

部分での収納率というのは、正直ちょっ

とつかめない状況です。全体で、現年分

の収納率の把握やら滞納繰越分の収納率

の把握という点では行っておりますけれ

ども、分割誓約によってどの程度収納率

が上がったかという点については、デー

タ上もちょっとつかめない形になってお

ります。

　あと、資格証明書について、小・中学

生等のおられる世帯についても発行はし

ておりますけれども、極力、それまでの

過程で、先ほども申しましたが、診療報

酬等のデータ等を見ながら、医療にかかっ

ているということであれば、極力、接触

の機会を何とか持てるように電話等も行っ

た中で、スタンスとしては、資格証明書

の発行についてはもう抑えていきたいと

は思っておりますが、実際会えない世帯

については、手紙などを入れて接触の機

会を持つまでは発行も仕方がないかなと

いうところでございます。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　保険料については、保険料

軽減分を法定外では抜いた形で保険料を

計算するのが筋だと。その中で政策的な

判断で、一般会計の法定外の繰り入れを

入れて抑制を図るというお話がありまし

たが。

　現に、保険料、先ほども言いましたけ

れども、年間所得２００万円の２人世帯

で、年間が２３万８，０００円の国保料、

これはやっぱりどう考えても高いです。

摂津市の国保が高いと言っているわけで

はなくて、国民健康保険そのものが高い

のがまず大前提に、同じ共通の土俵のも

とでお話し合い、議論をさせていただけ

たらなというふうに思いますので、そう

いうような認識になっていていらっしゃ

るのかなと。なっていらっしゃるという

前提でこれから話を進めさせてもらいま

すので、よろしくお願いします。

　２００万円所得の方が、２人世帯で２

３万８，０００円。所得ですから、当然、

収入であればもう少しありますけれども、

これ生活費非課税というような観点から、

当然、給与所得控除があったりとかいう

のがあって所得２００万円ということで

すので、そこから考えるべきだと思いま

すけれども。その２００万円の中から２

３万８，０００円の国保料を払って、国

民年金、これ別にかかります。すると、

大体、２人世帯ですと約３０万円ぐらい

になるのかなと思うんですけれども、そ

うすると、５３万８，０００円、国保と

国民年金で取られます。ここが、例えば、

介護保険料であれば、今回、若干下がり

ましたけれども、介護保険料も上乗せさ

れて支払いをしていくというような形に

なっていくことを考えますと、国保料や

国民年金など、本来であれば、国民の私

たちの暮らしを支えるためにあるべき制

度が、その制度を支えるための保険料を

払うことによって、逆に自分たちの暮ら

しがもう追い詰められていくんだという

ような事態、もう本当に制度矛盾と言い

ますか、そんなような状況になっている

ということが、私は大問題だと思います。

　そうした問題の中で、身近な自治体で

ある摂津市が、そして、国保がどんなこ

とができるのかと考えたときに、やはり

一般会計からの繰り入れによって、市民
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負担を、これだけ所得が落ち込んでいく

中で、わずか５、６年の間に大幅に保険

料が上がってきている中、去年も大幅に

上がっている中で、５，１００万円あれ

ば今回の値上げは抑えることができるん

だと。それを市民の皆さんに示すことが

できるんだということができるんじゃな

いかということを私思うんですけれども、

どうでしょうか。

　国民健康保険は、貧富の差によって命

の格差をつくらないための、日本の保険

制度としては、もう世界に誇る制度のは

ずなんですが、それが、国民健康保険そ

のものによって命の格差が生まれつつあ

るというのが非常に心配されるわけです。

　資格証明書と短期被保険者証の話です

けれども、やっぱり資格証明書では、納

付相談の機会をふやすことというのは不

可能だと思います。それは、もう国保の

窓口の方や徴収員の方々が一番よくわかっ

ておられるんじゃないかなと思うんです。

その資格証明書の発行をすることによっ

て、自治体によっては、摂津市のように

できるだけ抑えるという努力をしないで

発行しているところもあるというふうに

聞いています。そんなところの数字等を

見ますと、資格証明書を持っている方の

病院にかかる受診率というのは、もう一

般の被保険者さんと比べるとむちゃくちゃ

低いということがデータとしてあるそう

なんです。

　例えば、福岡県ですと、一般の被保険

者さんよりも、受診率が１００分の１し

かないと。神奈川県ですと、もうほぼ同

じぐらいの数字しかないというような数

字も聞いております。

　先ほど質問しましたけれども、摂津の

場合でも、資格証明書で受診をしたレセ

プトは上がってきていないというような

お話がありましたけれども、もちろん健

康であれば、病気にかかっていなければ、

かかる必要がなければそれにこしたこと

はないんですけれども、小学生、中学生

のお子さんのいる世帯にも資格証明書は

出ているわけですから、インフルエンザ

がはやっている中、お子さんの状態はど

うなのか。親が仮に悪質な、悪質なと言っ

たら言葉は悪いですけれども、払えるの

に払えないとか、連絡をとらないという

世帯でも、そこにいる小学生、中学生の

医療を受けられる権利というのが脅かさ

れてしまう。結局、ペナルティーそのも

のになってしまうんじゃないかなという

ふうに思うんですけれども、いかがでしょ

う。

　資格証明書というのは納付相談をふや

すというような手段ではあり得ないと思

うんですけれども。逆に、命や健康を脅

かすペナルティーそのものにしかなって

いないというふうに思うんですけれども、

どうでしょうか、お聞かせをいただきた

いと思います。

○上村委員長　そしたら、保険料改定に

伴う５，１００万円のこの繰り出しの意

味については、これは助役の方から答え

てもらいますけれども、それ以外につい

ては担当者から答弁お願いします。

　野村課長。

○野村国保年金課長　資格証明書の方に

は納付相談は不可能ではないかというご

質問でございますが、先ほどのご答弁で、

資格証明書の発行件数８１件ということ

で、１１月末ですが、８１件ということ

でご答弁させていただきました。

　その間、ちょっと今調べてきますと、

この間に７名の方が資格証明書から短期

被保険者証にかわっていると。事実、こ

の間には、接触の機会が図れ、納付相談

を行った中で短期被保険者証にかわって、

今現在、納付誓約いただいて、納付の方
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も行っていただいているという状況もご

ざいますので、資格証明書がイコール納

付相談できないということではないとい

うふうに認識しております。

○上村委員長　小野助役。

○小野助役　先ほど、今回の保険料の値

上げを抑制するためには、５，１００万

円程度の財源が必要だと担当が申し上げ

ました。

　何回も申し上げますように、市として、

これだけをもって議論するのはちょっと

いかがなものかなというのは基本的に思っ

ております。

　確かに、この朝日新聞、これ、共産党

の議員団の中でいただいた資料だと思う

んですけれども、基本的には、これやは

り国が考えなきゃならない問題だと思い

ます。そこのことは、やはり基本的に思っ

とかなきゃならない。

　その上で、ただ、確かにこの国保の問

題というのは、社会の変化によりまして、

その構成が、高齢者主体なり、社会的弱

者に多く国保があることはもう事実であ

りますから、このことは否定はできない

と思います。いわゆる低所得化が進んで

おるということであります。

　それで、私は、１つは、これも議論が

あることですけれども、いわゆる収納率、

現年分９２％となりますと、口座振替な

り前納報奨でやっておるんですけれども、

１９年度予算をお願いしている約３１億

３，５００万円の中の１％上がれば３，

１００万円であります。この新聞にも書

いておりますように、非常にこれは調査

にも時間がかかりますが、やっぱり払わ

ない人、払えない人の区別ということは、

もう少しきちっと、やはりこの未納８％

をそのまま置いておくわけにはいかんだ

ろうと思うんです。

　それで、このことによって差し押さえ

等がいかがなものかということが新聞に

載っておりました。政令市でも差し押さ

えが増えたということが載っております。

　そういったことで、もう一度考えたい

のは、この議論は今回だけではございま

せんので、こういう、格差社会なり、セー

フティーネットを考えますと、やはりも

う一度、この１％上げる努力はどうある

べきなのかと。それで、払える人と払え

ない人の形、これらをもう一度基本的に

やはり１９年度の中で議論をし、これは

ちょっとなかなか難しいことですけれど

も、調査のための人員の問題もあるかも

わかりませんが、ここらもきちっとしな

きゃならないと思ってます。

　もう１つは、今おっしゃってる中身は、

繰り入れ、繰り出しのこれ問題に尽きま

すので、すなわち基金を取り崩すという

ことになりますと、基本的に、以前から

言っております、本来、他の施策に回せ

る財源がそこに使われていくということ

を、これ容認するということになると思

います。この整合性はどういうふうに見

るのかということも、やはり市としては

考えておく必要があるというふうに思い

ます。

　それで、もう１つは、これは大きな中

身ですが、本会議場でもありました、再

生法制の問題が２０年度決算からやると

いうふうに国は言っております。そこに

大きくは、実質公債費比率が大きくかか

わってくるんだと思います。そういうこ

とになってきますと、これは、計画策定

をして、議決を経て、総務大臣と協議し、

同意を求めなきゃならない。地方債の発

行はできないというようなことも、この

１９年１月の再生法制の中を見てみます

と、２０年度決算から始めるということ

を言っておりますし、経常収支で５，１

００万円と言えば標準財政規模、大体０．
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３ポイントぐらい上がるんじゃないかな

というように思います。

　ですから、そういったことも、総合的

にやはり今後の議論の中で、どういうふ

うに考えるのかということをいま一度議

論すべきだなというふうに思います。

　村上委員がおっしゃっているように、

やはり１ポイント上げることが３，００

０万円となれば、それは、払える人と払

えない人というのはあるんですが、そこ

はもう少しシビアに見た上で、そういう

内部努力もきちっとした上で、もう一度

議論だろうというように思っております。

　この議論を否定はいたしませんが、や

はり総合的に市としての財政の中身でこ

の国保問題をどう考えるかということを

考えねばならない。また、繰出金も、決

して府下的に劣っているわけではないと

いうふうに思っております。

　これは、私、この前も言っておったん

ですが、これは、繰出金のない市が７、

８市と聞いておりますが、そういう市で

あるならばこの議論もと思いますが、今

までも市は相当頑張ってきたというふう

に思っておりますので、この議論として

は否定いたしませんが、総合的な考え方

の中でこの議論が決して終わるわけでは

ございませんから、社会の情勢の中で、

少子高齢社会には必ずこの問題が入って

くると、内在しているということは承知

しておりますので、いろいろな議論をい

ただく中で、市として何ができるかとい

うことは、もう一度総合的に考えてみた

いなというふうには思っております。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　資格証明書で７名、短期被

保険者証の方に移ってきたと。決してむ

だではないんだというようなお話があり

ました。

　そういった資格証明書の方ともコンタ

クトがとれて、お話し合いができて、少

しでもその方の収納状況といいますか、

実態を把握する中で、資格証明書から短

期被保険者証に移る、短期被保険者証か

ら長期保険証に移るということが見えて

くれば、そりゃ決して悪いことではない、

それは結構なことでありますし、その努

力はぜひやっていただきたいと思います

けれども、しかし、基本的に、資格証明

書というものは、納付相談の機会をふや

すというのは副次的であって、結局、そ

の性格というのはペナルティー的要素と

いうのが大きいのは否定できない事実だ

と思います。

　払えるのに払わない人、連絡つけられ

るのにつけない人、払わなくて済むなら

払わんとこ、よくそういうような話が出

てきますけれども、そういう人の話を私

はしてるわけじゃないということをご理

解いただきたいんですけれども、現に、

これ、さきの国会の中で、我が党の小池

議員が厚生労働大臣や総理大臣にただし

ていましたけれども、この３年間で資格

証明書を発行されている方々を含めて、

短期被保険者証でも資格証明書でも、正

規の保険証がないことを理由に、受診が

おくれて、病気が悪化したという方がい

るのかどうかというのを、全国の病院に

アンケート調査して、６００件以上の返

答があったそうですけれども、３年間で

９３０件ほどそういった例があったと。

中には、重症化して命を落とされるとい

うような具体的な例も示されていたわけ

ですけれども、払える人が、命を落とし

てまで我慢するわけはないわけであって、

現に資格証明書であったり短期被保険者

証によって病院に行くことができない中

で、命を落としかねない、重症化を招い

ているというのが現にある実態だと思い

ますので、そのことをぜひお考えいただ
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けたらなと思います。

　助役からもご答弁をいただきました。

　この５，１００万円が経常収支比率を

どれだけ押し上げるものであるというよ

うなお話もありましたけれども、私思う

のは、やっぱり市民の命や健康にかかわ

る分野というのは、やっぱり何物にもか

えられない部分があると思うんです。も

ちろん、一般会計の繰り入れ、特に、保

険料軽減分、市民１人当たりにしますと、

摂津市は大阪府内の中でも非常にたくさ

ん入れて、保険料の軽減のために努力さ

れている。ほかの市と比べれば、決して

劣っているどころか、逆にすぐれている

面だと私も理解していますし、その点は

評価しています。

　保険料についても、代表質問の答弁の

中で、大阪府内でも、軽減の一般繰り入

れもやり、保険料も低い方だというよう

なお話をしていただいてるわけです。で

すから、これは決して、我々、それけし

からんということわけでなくて、それは

非常にありがたいことですし、それは評

価いたします。

　しかし、この間、去年も値上げされて、

ことしも値上げされた。摂津に住んでお

られる方は、よその市にそんなに引っ越

して比べるわけではありません。摂津市

民の所得水準の問題もありますから、そ

う簡単には比べられるものではないと思

う中で、大幅に保険料が、所得の中の１

割以上が国民健康保険料が占めています。

しかも、所得がだんだんだんだん落ちて

いく中で、摂津市としても保険料は去年

に続いてまた引き上げをしていくんだと。

そこを何とか抑える手だてとしたら、５，

１００万円あれば、何とか頑張ってでき

るんじゃないかと、そういうようなこと

から、さらなる努力という意味でお聞き

してるわけです。

　これ、一般会計予算の中でも取り上げ

ましたけれども、本当にお金が苦しくなっ

てしまって、今お話ありました、実質公

債費比率の問題や経常収支比率の問題、

これからの再生法の問題等々抱えている

中で確かに大変ではありますけれども、

今回２６億円ほどの税収入が上がってい

るわけです、現に。一般財源でも１３億

円ほど上がっているわけです。そうした

お金の割り振りのことを考えていただき

たいと思うんです。乳幼児医療の場合の

ときでも、これだけのお金、全体の税収

入が上がった中の、これだけで済みます、

しかも、一時的な経費ですよと。国保の

場合は一時的な経費じゃないから、もう

少し慎重に考えなければいけないけれど

も、去年とことしと連続的な値上げにな

るんであれば、やっぱり全部フォローで

きなくても、一定の努力を見せていただ

く必要があるんじゃないかなということ

を申し上げているんです。

　もちろん、他市と比べてもたくさん入

れていただいている保険料軽減分の一般

財源ですけれども、医療給付費がどんど

ん上がってきて、３．０６％改定率を上

げるという事態の中で、一般会計の繰り

入れで、保険料軽減分というのは２７０

万円ほど下がってるんです。法定分を合

わせると上がりますけれども、法定分と

いうのは、別に摂津市の政策的な意思と

いうのが入る余地はありませんから、も

う決まった数字です。摂津市としてこれ

だけ上がってきた中で、５，１００万円

のうちこれだけやれば、こういったこと

ができるんじゃないかというようなとこ

ろはあってしかるべきじゃないかなと思

うわけなんです。

　これ、摂津市全体の、ここのお金をこっ

ちに持ってきたらこっちはどうなるのか

というようなこととは別に、そういう姿
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勢はないのかどうか、考えないのかどう

かということをお聞きしとったわけです。

　先ほど、助役は、国保全体のことにつ

いて、もっと検討しなきゃいけないし、

調査しなければいけないというようなお

話をしていただきましたので、ぜひ調査

と研究をしていただきたいと思うんです

けれども、当面、やはり新年度、料率云々

ということができないのであれば、少な

くとも減免制度等の拡充ということも考

える必要があるんじゃないか。

　例えば、公的年金の、先ほど申し上げ

ました、控除が徐々に削減されていく中

で、東大阪の方ですと、一部負担減免制

度において、条件の１つに、公的年金受

給者による主生計を維持する世帯で、基

準額、１人世帯１２５万円とか、２人世

帯で１５８万円とかいう基準を設けて、

一部負担減免の制度というのをつくって

やっておられるんです。

　これ、全体の軽減にはなりませんけれ

ども、今回の税制改悪の中で、年金生活

者の方々が、収入が減っているのに所得

が上がってしまって、保険料が上がると

いうことに対して、激変緩和策の上にさ

らに立って、市が独自にそこを何とか抑

えようという努力をしているあらわれで

はないかなと思うんですけれども、そう

いう減免制度で、払いたくても払えない

方、もしくは、保険料は何とか払ってい

ても、お医者さんに行くのが大変困難に

なってきている方々を応援するという意

味では、減免制度の拡充というのも考え

る必要があるのではないかというふうに

思いますけれども、ちょっと減免の拡充

について、充実について、それも研究材

料の１つとして考えていただけるのかど

うか、考えるべきだと思いますけれども、

どうでしょうか。

○上村委員長　小野助役。

○小野助役　ここは民生常任委員会でご

ざいますから、余り詳しくは申しません

が、いずれにしましても、２６億円の中

身を見ていただきたいと思うんです。

　だから、本会議で申し上げてますよう

に、下水道も、ことし、１１億円ほど平

準化債を組ませていただいておりますけ

れども、いわゆる硬直化しとるんです、

その歳出が。だから、公債費の償還だけ

で７５％持っておる。それで、固定経費

入れますともう１００なんです。その中

で、資本費平準化債入れてなければ、こ

の１１億３，０００万円は繰り入れ、繰

り出しで措置しなきゃならなかったとい

うことは事実でありますし、もう１つは、

企業誘致条例は５年の時限だということ

を頭に入れておく必要があると思います。

だから、そこのことをきちっと安全パイ

で見た上で、この２６億円の中身の議論

をする必要があるというのは、基本的に

私の考え方でございます。

　それで、今、減免制度の拡充というこ

とも考えるのかということでありますが、

ご指摘でありますので、それを全く論外

ですよと言う気持ちもありません。当然、

それもいろいろな意味で、この１８年度、

また、先ほども言われてます決算の中身

もありましょうし、この１９年度の中で

定率減税の問題、これ事実出てきている

わけですし、我々も窓口でどうなるのか

という危惧もいたしております。

　そういう状況の中で、市としてやはり

何が今できるかということを、やっぱり

この中期財政見通しを見通した上で、も

う一度、またローリングしていきますか

ら、これは十分議会とも一定の協議をす

る中に、国保は、これは課題として大き

く横たわっているなということは思いま

す。

　ただ、これは、やはり議会の中で、何
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遍も言いますように、基準外の繰り出し

をするということは、本来の市民的合意

として、そういう、他にいろいろな施策

の要望あるわけですから、それとの整合

性がうまく全体でまとまるのかどうかと

いうこともあると思うんです、これは。

だから、そこのこともよく、税で賄って

いる市として、どういう形で、やはり他

にある多くの施策との整合性を持ちなが

ら、均衡ある歳出整理をしていくかとい

うことも、大きな側面としては抱えてお

りますし、いずれにいたしましても、ま

だ経常収支比率１１０％という、１７年

度、わかっておったことではありますけ

れども、全国のワースト４位まできてる

というようなところも、これもよくよく

見ながら、そして、企業誘致条例の問題、

平準化債はもう発行は今日をもってとい

うことも言ってる中身、それがなくなっ

たときにどういう財政運営になるのか、

税はどう動いていくのか、これもまだわ

かりません。前も言ってますように、円

安の中での中国特需、アメリカ特需で企

業が収益を挙げ、株が上がったというこ

とですから、円高にもしなったら、これ

は輸出がまた落ち込むだろうと、企業収

益が落ち込むだろうというようなことも、

これ大きく世界の状況の中で、この税が

どう動いてくるかということもあるわけ

ですから、これは、その時点で、そのこ

とをきちっとやはり議論した上で定めて

いきたいというのが、今の考え方でござ

いますので、今、安藤委員おっしゃった

ことについて、その議論を否定するもの

ではありません。その中を検討した中で、

どう考え方を整理できるかということは、

またその時点でお話しもし、協議もさせ

ていただき、議論もいたしたいなという

ふうに思っております。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　やはり摂津市全体のお金の

使い方というところからですので、税金

上がった分、全部国保だけにつくという

ことで、それができるなんていうことが

言えるとは思っておりませんけれども。

　全体のお金の使い方という面では、今、

助役おっしゃられたように、摂津市の財

政状況というのは、やはり非常に改善の

兆しは見せつつも、おっしゃられたよう

に、企業誘致条例の、これ５年とおっしゃ

られてます。ただ、５年というのは、今

の会社であって、企業誘致条例は残りま

すから、それで、はい、そうですかとい

うことにもならんとは思いますけれども、

そういった、今現在の段階においたら、

収入においたら５年、平準化債の問題等

もありますし、税収がどうなっていくの

か不透明な部分がある中での一定の兆し

ということですから、大変な状況である

ということも理解をしています。

　同時に、そんな大変な状況が社会の中

で渦巻いている中で、医療費はどんどん

どんどん膨れ上がっていって、国の制度

や大阪府の制度がかわることによって摂

津市の負担もふえてくると。摂津市の負

担がふえてくる中で、じゃあどこにその

負担を求めていくのかというと、今の国

保の制度でいきますと、残念ながら加入

者のところにしかいかない制度になって

しまってるわけです。そうすると、自治

体の役割を考えたときに、住民の福祉、

命、健康、安全を守るというのが自治体

の一番の役割、これ、市長が年頭のあい

さつでも、いろいろな場所でもおっしゃっ

ていて、私、いつも共感するんです。そ

ういう運営をぜひしていただきたいと思

うんですけれども、その一人ひとりの大

事な市民の暮らし、命ということにかか

わっている国保だからこそ、私、あえて

こういった議論をぶつけさせていただい
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ているわけで、そういったこともぜひ受

けとめていただきたいというふうに思い

ます。

　摂津市全体のお金の使い方というので

あれば、ここで議論するような話ではあ

りませんけれども、そんな大事な中で、

１３億円の一般財源がことしふえた、そ

の割り振りということを考えると、市民

の命よりも先に都市整備や区画整理の方

に、ことしは２億円か３億円ほど、しか

し、来年以降、大きなお金がかかわって

くるような制度にも足を突っ込んでいこ

うとされているわけですから、その辺は

やはり市民の暮らしを守るというところ

のバランスのことをぜひ考える必要があ

るということを申し上げて終わりたいと

思います。

○上村委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時５３分　休憩）

（午後１時５６分　再開）

○上村委員長　再開します。

　議案第８号及び議案第１５号の審査を

行います。

　本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎委員　介護保険の方ですけれども、

障害者の自立支援と同じように、制度移

行で非常にこれ複雑というか、シフトし

ている部分が多いと思うので、幾つかお

聞きしていきたいと思います。

　予算概要の１９１ページ、予算書にな

ると１６ページなんですけれども、介護

給付適正化費、これは、昨年やっていた

ケアプランが終了したということで、こ

れは、包括支援の方に予算が幾らかシフ

トもするのでしょうか。

　それから、概要１９３ページと１９４

ページ、予算書２１ページの、高額介護

サービス費と予防サービス費、この中身

も大分移行があるのか。昨年は、予防サー

ビスを使われる方がいらっしゃらなかっ

たということも聞いてますけれども、国

は適用の要件を緩和して、予防分、また

見直し、ふやしていく方向でということ

も聞いておりますんですが、こういった

移行のことも考えに入れておられるのか。

　それから、概要の１９５ページで、予

算書は２４ページ、介護予防特定高齢者

施策事業費、ちょっと中身の方をこの辺

整理して解説していただきたいと思いま

す。

　あと、概要の１９６ページで、予算書

は２６ページの、任意地域支援事業費で

すね、これも何か大きくなったりしてお

りまして、これを整理していただきたい

と。新規にも成年後見制度の助成なども

入っているようなんですけれども、ちょっ

と中身の方をご説明いただければと思っ

ています。

　介護保険、介護制度をきちんと受けら

れるような制度というのをしっかり確立

していっていただかないといけないと思

うんですけれども、きょうのニュースで

も、リハビリの１８０日の規定というの

を見直すとか、国の方もいろいろ制度を

変えてくるということもあるんですけれ

ども、昨年の事務の経緯とか取り組み方

で問題はなかったのかどうかというか、

そういったこともあわせて総括してもら

いたいと思います。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　山崎委員のご質問

にお答えいたします。

　まず、予算についての整理した説明を

ということなんですけれども、まず、介
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護給付適正化費と、それから、包括ケア

プランの費用についてですが、介護給付

適正化費につきましては、１８年度につ

きましては、特別会計の総務費の中で予

算組みをしておったんですけれども、こ

れが、地域支援事業ということで、国庫

補助等の対象になるということもござい

まして、１９年度の予算につきましては、

地域支援事業の中で予算組みをしておる

ところでございます。

　それから、包括ケアプラン費につきま

しては、これは、地域包括支援センター

が一事業所として実施する事業というこ

とで、１９年度につきましては、一般会

計の方での予算組みをしておるというこ

とで、予算書１６ページの、本年度ゼロ

というようなことになっております。

　それから、次に、高額介護サービス費

のところなんですけれども、これにつき

ましては、実際に第３期の事業計画を立

てました折には、要支援の方と要介護の

方の高額介護サービス費は、人数案分等

で計画を立てておったわけなんですが、

実際に高額の対象になる方というのは、

要介護の方が多いということがございま

して、その計画の数値の中で、ちょっと

案分比を変えた形で、実態に合わせた予

算組みをさせていただいたということで、

制度がシフトしたとか、移行したとかい

うことではございません。

　それから、介護予防特定高齢者施策に

ついての事業の中身ということでござい

ますが、特定高齢者事業については、ま

ず、特定高齢者の把握ということで、こ

れは、市民健診と同時に、２５項目のチェッ

ク項目がございまして、そういった中で、

将来的に要介護あるいは要支援になる可

能性が高い方というのを把握しておるわ

けなんですけれども、そういう特定高齢

者の把握事業というのが１つございます。

　それから、そういうことで、特定高齢

者ということで決定した方について、１

つには、通所型の介護予防事業というこ

とで、筋力アップのトレーニング教室、

それから、栄養改善の教室、それから、

口腔ケアの教室ということで、３種類の

事業展開をしておりまして、それぞれ委

託で事業展開を行うというものでござい

ます。

　それから、もう１つ、特定高齢者の方

に対して、訪問型の介護予防事業という

ことで、これについては、保健師が訪問

したり、あるいは食の自立支援というこ

とで、対象の方に配食のサービスを行っ

たりという予算組みとなっております。

　それから、任意地域支援事業の中身と

いうことでございますが、これは、幾つ

かのメニューを用意しておるわけなんで

すけれども、例えば、権利擁護事業とい

うことでございますが、これについては、

新規ということで上げさせていただいて

るんですが、先日の一般会計の審議の中

でもありました、摂津市高齢者虐待防止

ネットワーク会議を中心に、高齢者の権

利擁護、虐待防止ということに取り組ん

でいくわけなんですけれども、介護保険

の地域支援事業の一環として、関係者あ

るいは一般市民の方を対象に、啓発の講

演会を開催するといったための予算をこ

こで計上しております。

　それから、成年後見制度利用支援事業

ということで、これについては、制度の

利用の支援ということで、１８年度は委

託料ということで組んでおったんですが、

１９年度については、実際に市長申し立

てが必要な方に対する手数料であるとか、

実際にその制度を利用される方のうち、

後見人への報酬の支払いが困難な方に、

費用の一部を助成するということでの扶

助費を組んでおるところです。
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　それと、介護給付適正化事業について

は、先ほどご説明しましたように、これ

まで総務費の方で組んでおりましたのが、

今回から任意事業ということで組みかえ

ておりまして、これについては、給付費

の適正化のために給付費通知を発送させ

ていただいて、サービス利用状況の自己

点検、それから、自己点検による過誤請

求等のチェック、それから、事業者に対

しては、不正な請求の抑制・抑止にもつ

ながるのかなということとあわせて、制

度の啓発をさせていただいておるという

ところです。

　それから、同じく任意事業の中で、介

護相談員の派遣事業ということで、これ

につきましては以前から実施しておるん

ですけれども、各入所とか通所の施設の

方にボランティアの介護相談員を派遣し

まして、直接利用者の方から、困ったこ

とはないですかというようなことをお聞

きして、事業者との間の橋渡し的な役割

を果たしていただいているということで、

その報償であるとか、相談員さんに研修

を受けていただくための費用を組んでお

ります。

　それから、同じく任意事業の、家族介

護支援事業ということで、これにつきま

しては、１つは、認知症の方々やその介

護者の方を支援するための講演会等を予

定しておりまして、そのための報償金、

それから、介護用品の給付ということで、

これは、これまで在宅福祉の一般施策と

して実施しております紙おむつ等の給付、

これについて、介護保険の任意事業とし

て、移行して実施するといったものとなっ

ております。

○上村委員長　山崎委員。

○山崎委員　ありがとうございます。

　まず最初の、包括ケアプラン費の方は

一般会計にいったということで、これ、

幾らいったんですか。同じ金額が動いた

んですか。

　それから、今ざっと聞かせてもらった

ように、今回の予算でも、結構、委託事

業、委任事業がたくさんになってきてま

すんですけれども、こういったことの精

査とか、つかめていらっしゃるのかどう

か。そういったところで、補正で、今回

また全体で８７９万円の減になっておる

わけです。見込みとか、それこそ制度移

行に追いつけてないというのがこの辺か

らもわかるかと思うんですけれども、こ

ういったところで、補正を組めばいいと

いうことにはならんと思うんですが、しっ

かりと実態とケアの手だてというのは大

丈夫なのかというのを、ちょっと不安に

感じますので、その辺またお答えいただ

ければと思います。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　ケアプラン料につ

きましては、１８年度は、４月当初のケ

アプラン作成について、民間事業所に委

託するということでの予算組みでござい

ましたので、額は少なくなっておるんで

すけれども、今回、１９年度につきまし

ては、年間を通して業務の一部の支援を

委託するということですので、額は多く

なっております。

　具体的には、１９年度のケアプランの

民間への委託については、１，０５９万

５，０００円というような予算を一般会

計の方で計上させていただいております。

　それから、委託が多いということで、

その辺、実際、事業の中身はちゃんとわ

かっておるのか、できておるのかという

ことなんですけれども。

　先ほどご紹介しました中で、例えば、

特定高齢者の通所事業につきましては、

これ、保健センターに委託しまして、逐

次、事業の進捗状況あるいは評価結果等
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をご報告いただく中で、参加者の方の状

況というのを把握しているというような

ことでございます。

　それから、それ以外の委託、例えば、

紙おむつであるとか、配食といった部分

は、従来から高齢者福祉の制度の中で、

社協等に委託しておる部分ですので、こ

れについても、このあたり、給付という

ことですので、それぞれ利用者の方のご

状態云々というところまでは十分把握で

きてないところはあるかもしれませんけ

れども、啓発等、逐次報告をいただきな

がら事業を進めているというようなこと

でございます。

○上村委員長　山崎委員。

○山崎委員　ありがとうございます。

　介護保険の場合は、国保とかと違いま

して、さっき言ったように、市民健診で、

今後また、予防に移行するような方も、

高齢者の方というか、６０歳以上の方と

かから把握していきたいというような答

弁もありましたけれども、申請主義とい

うか、介護の認定やら何やらをこちらか

らお願いしにいくというか、ご相談にい

くとかいうことがなければ、介護のあれ

にはかかってこないという部分がありま

すので、前回も、正雀二丁目の老老介護

であったかどうかわかりませんけれども、

高齢者の方の事件が起きたことなどでも、

介護とか何かには全然なかったのでとい

うことも答えておられましたけれども、

こういう方なんかというか、高齢者全体

の事業としての展開というのも、啓発と

いうか、いろいろな意味で大切になって

くるでしょうし、今、介護を受けてはる

方というか、認定を受けてはる方も、自

分らが使えるものがどこにあって、要す

るに、何を求めていけばいいのかという

ことも、ぜひ教えてさしあげるというか、

啓発していく事業というのも、本当に、

講演会とかいろいろされるとは思うんで

すけれども、しっかりやっていっていた

だきたいなと思いますので、また、その

辺の目玉というか何かあれば、また聞か

せていただいて、あとはもう要望で結構

です。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　啓発という部分な

んですけれども、これまでから、実際に

介護のサービスをご利用の方については、

例えば、在宅の方でしたらケアマネジャー

さんを通じてであるとか、施設について

は、施設の職員を通じてというようなこ

とで、さまざまな情報が伝わるように、

市としましても、事業者連絡会等の機会

をとらまえて、啓発あるいは情報提供に

努めておるところです。

　今回、１８年の改正で、新たに介護予

防ということで重点とされたわけなんで

すけれども、先ほどの特定高齢者の部分

については対象者がなかなかつかめない

というようなこともございましたけれど

も、今後、今までの利用者の方の声とか

そういうこともＰＲしながら、周知に努

めていきたいという部分もございますし、

あるいは一般高齢者の介護予防施策とい

うことで、先ほどご紹介しました講演会、

あるいは、現在、健康推進課と一緒に健

康づくりと介護予防という観点で、摂津

市独自の体操を考案しておりまして、そ

ういう中で、普及啓発的な歌の歌詞があっ

たりとかいうこともございますので、そ

ういうのを活用しながら、さまざまな場

面で普及啓発に努めていきたいというふ

うに考えております。

○上村委員長　ほかにございませんか。

　村上委員。

○村上委員　先ほど、山崎委員の方と若

干かぶる面があるかと思いますけれども、

よろしくお願いいたします。
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　１点目、議案第８号の方で、２５ペー

ジなんですけれども、款４、地域支援事

業費、項２、包括的支援事業任意事業費、

目１、包括的地域支援事業費、節１３、

委託料ということで、包括的支援センター

業務委託料というのが、この平成１９年

度、きれいな数字で１，０００万円とい

う形で上がっておるんですけれども、こ

の委託の業務内容を、１点お聞きしたい

と思います。

　それから、議案第１５号の方なんです

けれども、この補正予算の９ページでご

ざいます。款１、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費、節１３、委託

料というところで、介護保険システムの

改修委託料というのが５０５万１千円の

増ということになってるんですけれども、

このシステムの内容をお聞きしたいとい

うふうに思います。

　それから、この議案第１５号の予算書

の１１ページ、款４、地域支援事業費、

項１、介護予防事業費、目１、介護予防

特定高齢者施策事業費というもので、７

６４万９，０００円という形で減という

ふうになっておりますけれども、これは、

説明の中で、対象者が減になったという

ことでお聞きしておりますけれども、当

初の予定人数と、結局、何人になったの

かということと、この減となったことが

良かったというか、悪かったというか、

どういう評価をされているのかというこ

とをお聞きしたいと思います。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　まず、包括支援セ

ンターの業務委託料の委託内容というご

質問でございます。

　この業務委託は、先ほどご答弁しまし

た、民間への介護予防のケアプランの作

成の委託ということではなくて、地域包

括支援センターの業務全般の支援を、総

合相談とか援助、あるいはケアプランの

作成のノウハウを持った職員を有する法

人に委託するものと。具体的には、摂津

市社会福祉協議会と財団法人摂津市保健

センターと契約をしまして、それぞれ一

定の経験等の条件を満たす介護支援専門

員の方１名ずつを、今、介護保険課に設

置してます地域包括支援センターの常勤

の主任ケアマネジャーとして業務の支援

をお願いしているという内容でございま

す。

　具体的には、業務全般ということです

ので、介護予防のケアプラン作成業務の

ほか、総合相談の支援あるいは権利擁護

業務、それから、地域のケアマネジャー

の支援といった、いわゆる包括的・継続

的マネジメント支援業務というんですけ

れども、そういった幅広い業務について、

そのほかの保健師とか社会福祉士などの

包括支援センターの職員と一体となって、

また、関係機関との連携を図りながら行っ

ていただいているということで、１，０

００万円というのは２人分の委託料とい

うことになるんですが、人件費をベース

にしまして、それぞれ２か所の委託先と

の協議の中で契約をさせていただいてい

るということでございます。

　それから、補正予算でのシステム改修

の内容ということなんですけれども。今

回の補正をお願いしています介護保険の

システム改修委託料については、これ、

平成２０年４月から始まりす後期高齢者

医療制度に関連した、介護保険の事務処

理システムの改修に伴うものということ

で、これ、１８年度の歳出予算を計上す

ることを前提として国庫補助が認められ

るというようなことで、今回補正で上げ

させていただいてるんですが、実際の執

行は１９年度に繰り越しをお願いすると

いうことになります。
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　中身については、詳細の方はまだ決まっ

てない部分が多いんですけれども、今示

されている情報では、大きく介護保険課

のシステム改修ということで２点ござい

まして、１つは、保険料の特別徴収、い

わゆる年金からの天引きの事務処理に係

る改修ということで、今想定されている

ところでは、社会保険庁から、年金受給

者のデータを市の方で受け取るんですけ

れども、それを一たん介護保険の事務処

理システムで情報を受け取りまして、市

の中で国保とか後期高齢者の医療のシス

テムの方にまたデータを配分しまして、

それぞれで、天引きの特別徴収の額を計

算して、また、一たん介護の方で集約し

て、社会保険庁の方にデータを返すとい

うような事務が想定されておりまして、

そのデータの受け渡しのためのシステム

改修が必要だということが１点目でござ

います。

　それから、もう１点については、高額

の医療と介護の合算制度というのが設け

られる予定でございまして、これ、医療

保険の世帯内で、医療と介護の自己負担

が合算して一定額を超えたという場合に、

それぞれ医療からと介護からと、超えた

分を高額サービス費、高額療養費という

ようなことで支給するというような制度

になるわけなんですけれども、今のとこ

ろ、想定されているのは、介護保険者側

で、介護保険の年間の自己負担額の証明

書のようなものを発行しまして、医療保

険の方でその証明をもとに合算して、支

給する額を配分すると。それに関するデー

タの受け渡しとか、証明書とか通知とか

の発行のための事務処理システムの改修

が必要だというようなことで、これはそ

ういうためのシステムなんですが、全国

一斉の制度改正ということですので、一

定、パッケージソフト的なものが開発さ

れるだろうということで、それのパッケー

ジソフトの開発代と、それから、それを

セットアップするための費用というよう

な概算の見積もりで、今回、補正の予算

を計上させていただいているところでご

ざいます。

　それから、もう１点の、特定高齢者の

施策の状況ということですが、実際には、

計画上は、特定高齢者の数が３００人と

いうような目標を立てておりました。そ

のうち、例えば、筋力トレーニング、栄

養改善、口腔ケア、この３事業に参加し

ていただく目標が２６０人ほどの計画で

あったわけなんですけれども、まず、そ

の３００人を把握するというところが、

１２月末現在では１９８人という数字に

なっておりまして、実際の事業への参加

者がかなり大きく予定を下回っておりま

して、筋力トレーニングについては、実

績が１２名、これは、２６０人のうち１

６０人が筋力トレーニングの計画だった

んですが、１６０人に対して実績が１２

名。口腔ケアの方が、計画が６０人に対

して実績が１名。それから、栄養改善が、

計画が４０人に対して実績が３名という

ようなことになっております。

　このような状況でしたので、市独自に、

余りにも参加者が少ないというようなこ

とで、国が示してます基準を、若干、市

の方で枠を広げまして、特定高齢者に近

い方ということで、周辺者というふうに

位置づけて、参加を呼びかけた方もござ

います。

　そういうことで、実際にはそういう方

も含めますと、筋力トレーニングが３５

名、口腔ケアが５名、栄養改善が３名と

いう人数が事業参加の実績となっており

ます。

　実際に事業に参加された方々の評判の

方は非常によいということで、先ほど言

－�39�－



いました、保健センターの方からも報告

を受けておりまして、例えば、筋力トレー

ニングについては、一定、評価指標があ

るんですが、筋力とかバランス能力とか、

柔軟性とか歩行能力という評価項目を設

けまして、参加者の９割の方が一定改善

されていると。残りの１割の方も現状維

持というような結果で、アンケートによ

る参加者の実感としても、６割以上の方

が効果があったというふうに感じておら

れるということですので、人数は非常に

少なかったんですが、事業自体の評価と

しては、効果は上がっているのかなとい

うふうに感じているところでございます。

○上村委員長　村上委員。

○村上委員　１点目の、議案第８号の２

５ページ、包括的支援センター業務委託

料の件なんですけれども、やっぱり相談

というものに関しましては、プランにし

てもそうなんですけれども、やっぱり受

けていただく方にどうやる気を持ってい

ただけるかということが必要かと思いま

すので、その辺で、ケアマネジャーさん

の育成というんですか、それをまたしっ

かりとしていただいて、包括支援センター

のより運営というんですか、いう形でし

ていただければなと思いますので、その

辺よろしくお願いいたします。

　それと、議案第１５号の、システム改

修委託料の件なんですけれども、単に、

年金からの天引きとか、そういうものは

一定介護保険のシステムに入って、それ

から、国保なりの方へまた出ていくとい

うような形とか、また、高額医療合算制

度、これにつきましても、今まで医療費、

介護費と、そういうことで、単独で上限

設けていたものが合算になってという形

で、今、利用される方の限度額もかなり

下がっているというふうなこともお聞き

しとるんですけれども、このあたり、こ

のシステムに携われる方が、その時間が

ふえるというんですか、人件的にどうな

のかということも、１点だけ、ちょっと

お聞きしたい。このシステムに携われる

方の労働時間というものが全体的にふえ

るのか、減るのかということをお聞きし

たいと思います。

　それから、特定高齢者の件なんですけ

れども、先ほどちょっとご答弁がありま

したように、健康推進課の方と新しい体

操も考えられているということで、お聞

きすると、５月中旬以降ですか、公表と

いうようなことを考えておられるという

ことなんですけれども、これもやっぱり、

介護になる、要支援になる方のもう一つ

前の特定高齢者の方ですので、そういう

形で、しっかりと、この辺は、要は介護

保険料等とは直接また結びついてこない

ような形で、しっかりとまたケアをして

いただいて予防していただく、そしてま

た、健康年齢をまた伸ばしていくという

ような形でお願いをしたいと思います。

　１点だけ、よろしくお願いいたします。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　後期高齢者医療に

伴うシステム改修によって、労働時間等

どうなのかというご質問ですが、ちょっ

と事務の詳細がまだわかっていない部分

が多いんですけれども、高額の合算につ

いては、毎月とかいうことではなくて、

年１回の事務処理が行われるように聞い

ておりまして、一時的に事務というのが

発生するかもしれませんけれども、年間

を通しては、余り労働時間等がふえると

いうことはないのかなというふうに思っ

ております。

　それから、特別徴収のデータ交換につ

いて、これも毎月ということではなくて、

恐らく２か月に１回ぐらいのやりとりに

なるとは思うんですけれども、今、実際
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に、介護保険側で社会保険庁とのデータ

のやりとりもしてるんですが、今かかっ

ている時間の例えば倍かかるとか、そう

いうことにはならないなというふうには

思っておりますので、全体として、大き

く事務量がふえると、時間がかかるとい

うことはなかろうというふうに、現段階

では考えております。

○上村委員長　ほかにありませんか。

　安藤委員。

○安藤委員　１８年度が、第３期介護保

険事業のスタートの年ということで、介

護保険料が大幅に引き上げられて、制度

自体も、介護予防新予防給付というよう

な、サービスの中身も大きく変わってき

た中で、先ほどからも質問があったかと

思うんですけれども、例えば、福祉用具

の貸与の問題、介護ベッドが、軽度の方

から利用できなくなる、もしくは、車い

すについても介護保険の中からは利用で

きなくなるというようなことで、昨年の

決算の委員会のときにもご質問させてい

ただきましたけれども、今回、先ほども

ありましたが、一定の改善の検討が始まっ

ているというお話を聞いております。

　まだつい最近のニュースでありますの

で、新年度の予算の中に生かされている

のかどうかちょっとわかりませんが、新

年度の１９年度に向けて、この福祉用具

の利用制限の緩和の問題について、一定

の改善が図られることは考えられている

のか、初めにお聞きしたいと思います。

　それから、予算書に沿って質問したい

と思いますが、介護保険料、７ページで

すけれども、介護保険は、第１号被保険

者、第２号被保険者、それから、国、府、

市とそれぞれの費用割合に基づいて、そ

れぞれが負担をして、介護サービスをと

いうような制度になっているわけですが、

私の方で計算してみますと、１号被保険

者の方の介護保険料は、基礎額の１９％

だというふうに理解をしています。介護

サービス、それから、予防介護サービス

をすると、包括支援の方ですか、それぞ

れ１９％ずつの負担で計算しますと、５

億７，６４２万円というふうにちょっと

私計算したんです。しかし、予算書で見

ますと、滞納分を入れるのかどうかちょっ

とわからないんですが、現年分だけで見

ますと、現年分も滞納分も全部含めて７

億８４１万６，０００円というような計

上になっています。

　そうしますと、本来の１号被保険者の

費用負担の１９％から見ますと、約１億

３，１９９万６，０００円、予算では多

くなっているんですけれども、その点は

どうなっているのか、どういうことなの

かなというふうにお聞きしたいと思いま

す。

　それと関連するのかもしれません。８

ページに、調整交付金の数字が上がって

います。本来、これは市の方からも調整

交付金５％については、再三、国の方に

要望していただいているわけですが、今

回、この予算書を見てみますと、何と１．

２６％と、約３．７４％の乖離がありま

す。この乖離について、差額の部分につ

いてはどこにのしかかっていっているの

だろうかということもお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、仕組み的なことで、基本的

なことかもしれませんけれども、教えて

いただきたいのは、介護保険料の場合は、

国保と違って、毎年、毎年、条例によっ

て変えるというのではなくて、事業計画

で３年間保険料は決められていますが、

その保険料が決められている中で、給付

サービスがふえたり、減ったり、それか

ら、もちろん、この調整交付金、これ３

％の乖離ですから、約１億円ぐらいある
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んじゃないかなと思うんですけれども、

そういった動きが出てくる中で、どこで

調整が図られるのかなということも、ちょっ

と仕組み的なことで申しわけないんです

けれども教えてください。

　それから、１７ページから１９ページ

にある保険給付費の中で住宅改修があり

ますが、この住宅改修について、１８年

度実績、現段階どうなのか、１９年度ど

うなのか、ちょっとお聞かせください。

　それから、減免です。保険料の設定に

おいては、当初で、所得に応じて７段階

に分けるということで、今までの第２段

階が第１段階と同じ保険料になったとい

うことを、一定の低所得者への軽減措置

というのが講じられていますが、これま

であった独自減免制度について、利用者、

対象者はどんな状況になっているのか。

　それから、実質上、今回、７段階に分

けたことによって、今までの独自の減免

制度のかなりの部分をカバーしているよ

うな中身にはなっていますが、しかし、

７段階に分けたとはいえ、応益的な性格

の強い保険料という仕組みのもとで、独

自の減免制度というものの拡充というの

も要望が強いのも事実です。その独自の

減免制度を考えるに当たって、今の減免

制度の利用者と、今の減免制度で十分事

足りているのかどうかというご認識をお

聞かせください。

　それと、今回、要介護１が分かれて、

要介護１と要支援２というふうに分かれ

るように、介護度を認定するのも今まで

と変わってきているわけですけれども、

要介護１にとどまるか、要支援になるか

では、サービスの中身も大きく変わって

くるでしょうし、ケアプランの立て方も

大きく違ってくるかと思います。１次判

定と２次判定の中で、自治体によって、

１次判定でもう要支援と出てしまえば、

もうすべて要支援になってしまうのか、

２次判定の中できちんと中身を精査する

中で要介護になるのか、にしていく努力

はされているのかどうか、その辺の、要

介護１、それから、要支援１、要支援２

のところの認定の状況というのはどんな

形になっているのか、ちょっとお聞かせ

をいただきたいと思います。

　あと、今回、１９年度の予算では、準

備基金への積み立てが、８３２万２，０

００円計上されていますが、これは、ちょっ

と認識が違っていたら正していただきた

いんですが、３年間の介護保険事業計画

の中で資金をプールしておいて、３年間

でならしていくための基金だというふう

に認識してるんですけれども、１８年度

の準備基金の状況はどんな状況になる予

定なのか、あわせて、１８年度の収支の

見込み、今わかっている範囲の中でお教

えください。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　まず、福祉用具の

ベッド、車いすの基準の緩和についての

ご質問ですが、これ、昨年の制度改正で、

いわゆる軽度、要支援の方、要介護１の

方について、原則的に、車いすやベッド

のレンタルが受けられないということで、

９月までは経過措置があったんですが、

１０月からその経過措置がなくなったと

いうことで、これは、それぞれ軽度の方

の身体の状態像から想定しにくいような

種目の貸与や、自立支援につながらない

貸与が見受けられて、それが給付を膨ら

ませるというようなこともあって、国の

制度改正があったものなんですが、実際

には、厚生労働省の通知に基づいて、車

いすについては、認定調査の方で、歩行

ができないと認められた方、あるいは日

常生活範囲における移動の支援が特に必

要と認められるものと判断される場合は、
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引き続き貸与も認められると。

　それから、ベッド、いわゆる特殊寝台

については、認定調査で、起き上がり、

または寝返りができないと認められた方

については利用は可能だということだっ

たんですが、それに当てはまらない方が

かなりいらっしゃいまして、全国的にも

問題にはなっていたところであります。

　その中で、一律の利用制限、いわゆる

利用制限ということで、問題があるので

はないかということで、全国の市町村か

らいろいろな事例が集められました。大

阪府の方でも、各市から具体な問題事例

を集めまして、国に対して改善の要望を

行ってきたところですが、つい先月だっ

たかと思うんですが、厚生労働省の方か

ら、ことし４月から、一定基準の緩和を、

緩和といいますか、基準を変えまして、

１つには医師の意見、医学的な所見に基

づいて必要と判断されること。それから、

２点目として、サービス担当者会議等を

踏まえた適切なケアマネジメントを踏ま

えたものであること。それから、３点目

に、それについて、市町村長が確認して

いる。これは、何らかの書面で報告して

もらうということになろうかと思うんで

すが、そういう３点の条件を満たせば、

いわゆる国の言うところの例外給付も認

めるというようなことで、制度が若干変

更されるということでございます。

　それから、次に保険料についてですが、

１号保険料が１９％ということで、これ

全国平均というお話でございまして、調

整交付金が５％交付された場合には、１

号保険料は１９％に当てはまるわけなん

ですけれども、摂津市の場合は、見込み

では１．２６％ということで、被保険者

の保険料については２２．７４％を占め

るというような計算になっております。

　そういった考え方での予算組みという

ふうにご理解いただきたいと思います。

　そういうことで、保険料と調整交付金

はそういう仕組みになっておるというこ

とで、ご質問の中でもおっしゃっていた

だいたように、これについては、国の方

で２５％は確実に負担するようにという

ことで、制度当初から最重点の要望とし

て、全国市長会等を通じて要望しておる

ところです。続けておるところですが、

現状の仕組みでは、その調整分は一部の

保険料になっているというものでござい

ます。

　それから、３年ごとに保険料の改定と

いうことで、給付費がふえたり、減った

り、あるいは保険料の方の歳入が見込み

よりも多かったり、少なかったりという

ことは当然出てくるわけなんですが、そ

の部分については、黒字ということであ

れば、準備基金の方に積み立てる、ある

いは次期の保険料の抑制を抑えるために、

当然、財源というのは給付の支払いのた

めに充てるわけですから、その見込みと

の兼ね合いで、保険料の抑制に使うか、

あるいはさらなる給付の増を見込んで積

み立てておくか、いずれかの選択になっ

てこようかと思います。

　それから、赤字ということであれば、

これは第２期の計画のときがそうだった

んですけれども、大阪府に設置しました

財政安定化基金の方から、今、貸し付け

を受ける、あるいは状況によっては、一

部交付も受けられるというようなことで

一時的に補てんしまして、ただし、その

分の返済については次期の保険料に乗っ

てくるというような考え方で、３年、３

年がローリングしていくというようなこ

とになっております。

　それから、次に、住宅改修の実績とい

うことなんですが、直近で言いますと、

１６年度でしたら１８６件、金額にして
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約１，９００万円ほどです。それから、

１７年度が１６３件で１，５００万円ほ

どということで、ちょっと１８年度は途

中ということですが、ちょっと数字的な

ものは、ちょっと資料を持ち合わせてお

りませんが、過去の推移を見ますと、１

５年度をピークに、若干減る傾向にある

というふうに見ております。予算的には、

１８年度、１９年度、一応同額で計上を

させていただいているところでございま

す。

　それから、保険料の独自減免について

のご質問ですが、これについては、特に、

生活に困窮されている方への保険料の軽

減策ということで、平成１５年度から実

施しておるんですが、以前からご報告は

させていただいているかと思うんですが、

初年度、１５年度は１９名、１６年度１

４名、１７年度１３名ということだった

んですが、１８年度、現在のところ、先

ほどのお話の中にもありましたように、

新第２段階ということで、実質的に減免

と同様の効果があったというようなこと

もあって、１８年度、現在のところ４名

の方が独自減免を受けておられるという

ような状況であります。

　その拡充についてですが、これ、大阪

府内４１保険者の中で、３２の保険者で

独自減免を実施してるんですが、各市の

状況を見ますと、例えば、摂津市の場合、

１人世帯で年収９６万円という基準を設

けてるんですが、大体、９０数万円から、

高いところで１２０万円というような基

準もございます。そういうところを見ま

したり、あるいは生活保護の基準等と勘

案して設定しておるんですけれども、実

際４名という、対象になっている方が少

ないものの、本市の基準が特別に厳しい

とか低いというようなことではないのか

なというふうには考えておりますので、

引き続きこのような条件で続けていきた

いなということで、制度周知については、

いろいろな広報であるとか、保険料の決

定通知とか、いろいろなところに記載も

しておりますし、窓口で相談に来られた

ときとか、あるいは滞納の方の臨戸訪問

や電話でのご相談とかいうときにも、こ

ういう制度の紹介、ご説明もさせていた

だいているところでございます。

　それから、要介護１が要支援２という

ことになって、そのあたりの認定はどう

なっているのかというようなことですが、

この１８年の４月から直近の１９年の２

月までの判定で、１次判定で要介護１相

当という方のうち、２次判定で要支援２

となった方が約３分の２、６５％程度で

あったということでございます。

　これについては、単純にコンピューター

の１次判定でこう出たからということで

はなくて、当然、認定審査会の中で、認

知症の度合いがどうであるとか、それか

ら、急性期で病状の変化がどうなんだろ

うかというようなことを、医師の意見書

でありますとか、認定の調査票、あるい

は特記事項を踏まえて、十分審査会の委

員さんの間で審査していただいて決定し

ているものということで判断しておりま

す。

　それから、準備基金の積み立ての状況

ということなんですが、１８年度につい

ては、補正での対応をさせていただいて

おると思うんですけれども、いずれにし

ましても、その事業期間の３年間で帳じ

りが合いますといいますか、収支が合い

ますといいますか、合うような形で調整

をしているものでございまして、その年

度、その年度の給付の額と、国庫・府費、

市からの法定の繰り入れ分、そして、保

険料の額を見ながら、その差額が準備基

金への積み立てというような形での予算
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組みをさせていただいているところでご

ざいます。

○上村委員長　暫時休憩します。

（午後２時５３分　休憩）

（午後３時２０分　再開）

○上村委員長　再開します。

　安藤委員。

○安藤委員　福祉用具、それから、住宅

改修については、福祉用具は基準の緩和

が図られるということで、当初から心配

していたことが、実際の現場でいろいろ

矛盾が吹き出てきたということで、自治

体から、それから、運動団体から、関連

団体から、さまざまな働きかけによって

改善が図られたものだと思います。

　本当に必要な方がそのサービスから排

除されることのないように、福祉用具の

貸与については、より実態に即した形で

対応していただきたいと要望しておきた

いと思います。

　それから、住宅改修につきましても、

高齢者福祉や障害者福祉等の住宅改修と

の絡みもありますでしょうし、それから、

今回の議会でも上程されておりますが、

耐震補強診断があって、それに伴って住

宅改造工事ということも今後出てくるん

だろうと思います。性格的には、介護保

険の住宅改修とまた大きな差はあるかと

思いますけれども、いずれにしても、狭

隘な木造住宅で、在宅で介護というよう

なときには、この住宅改修というのは非

常に大事な制度です。年々利用者数が減っ

てきているということでありますけれど

も、周知等もしていただくようにお願い

をしておきたいと思います。

　それから、要介護１の方が要支援の方

に移行すると。しかも、私、質問した趣

旨というのが、保険料が３年間先に事業

計画のもとで決まっているもとで、介護

予防を、そもそもこの介護保険制度に導

入してきた目的の１つとしては、膨らん

でいる介護給付というのを抑制していこ

うというようなところがあったかと思い

ます。予防給付の方に介護給付から移行

して、給付を抑制していこうと、結果的

に、その方の状況から要支援という形に

なって予防給付を受けられるのであれば、

それは問題はありませんけれども、給付

を抑制しようという意思が働いた場合と

いうのは、非常にサービスそのものの性

格をゆがめるものであるということから、

ちょっと質問させていただきました。

　１次判定で要介護１になっている方が、

要支援２の方に移られる方６５％という

ことで、３分の２の方が、コンピューター

の判定から直接医師と話し合ったときに、

要支援２の方に３分の２かわるんだとい

うことですので、なおさら中身を精査し

ていただく中で、給付の抑制ではなくて、

その人の実態に合わせた形のものである

べきですので、その点も、ぜひ注意をし

ていただきたいと思いますし、改めてご

答弁お願いしたいんですけれども、やっ

ぱり実態に合わせた形、それから、判定

の仕方についても、国の方の判定基準と

いうので問題がある場合というのは、や

はり今回の福祉用具貸与の問題で、制度

改善をさせたような形で地域からの声を

上げていただいて、改善を図るような努

力をしていただきたいというふうに思い

ます。

　それから、保険料についてであります

けれども、制度そのものが、もともとみ

んなで支えるというふれ込みのもとでス

タートしました。国がもともと介護に関

して負担していた５０％を大幅に削減す

る中で、国民の方に１割の利用料と、そ

れから、保険料として負担を求めてきた

と、これが介護保険そのものです。その

中で、当初の説明では、国２５％と、１
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号の保険者が１８％、知らないうちに１

９％になっていて、この１％の差額とい

うのは非常に腹立たしいんですけれども、

６５歳以上の方々の負担をふやす結果に

なっています。

　調整交付金、外枠での５％というのを、

改めてまた強く要望していただきたいと

ともに、この１号被保険者へすべてしわ

寄せがくるような形というのは、私は、

一定考えなければいけないのではないか

というように思いますけれども、その辺

の考え方をひとつお答えをいただきたい

と思います。

　それから、減免につきましては、独自

減免、利用者が減っています。もちろん、

先ほども申し上げましたけれども、７段

階に分けて、第２段階を第１段階と同じ

保険料にしたことによって、これまでの

減免の部分をかなりカバーしてきている

という面もあるわけですけれども、しか

し、先ほどからも申し上げていますよう

に、高齢者の方々の可処分所得が減って、

支払いがふえると。今後、医療費の増大

も見込まれています。そうした中で、保

険料をまじめに払ってきても、じゃあ、

いざ必要なサービスを受けようとしたと

きに利用できない、利用を抑制せざるを

得ないという状況に陥る方、もしくは、

いろいろな問題の中で保険料が払えない

方が生まれてくれば、保険料を払わずに

おいたら、さまざまなペナルティーが用

意されている介護保険制度ですから、今

まで保険料を払っていても、サービスか

ら排除されてしまうということにもなり

かねません。そういう意味では、保険料、

利用料の減免制度拡充というのが必要だ

と思いますが、いかがでしょう。

　大阪府下の中でも、大体、１人世帯で

所得９６万円と、摂津市もそれほど劣っ

ているわけではないというようなお話で

ありましたが、この間ですと、枚方市が

９６万円から所得要件１５０万円に拡大

しておりますし、泉佐野市は９６万円か

ら１０８万円と、東大阪市では９９万円

から１１１万円、高石市でも９６万円か

ら１２０万円という収入要件の拡大をさ

れています。そういう意味でも、摂津市

として考える必要があるのではないかと

思いますので、その点もお聞かせくださ

い。

○上村委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　まず、要介護認定

について、実態に合わせてということと、

給付の抑制にならないようにというよう

なことだったかと思うんですけれども。

　これにつきましては、先ほど、福祉用

具で、ベッドとか車いすの利用の基準緩

和という話と同様に、若干、実態に合わ

ないんじゃないかというような事例を、

大阪府の方のワーキングチームの方に、

各市町村から出しております。そういう

形で集約して、国の方にもまた改善を要

望していくというようなことになってこ

ようかと思いますので、引き続き、我々

も実態に合わせた認定ができるように努

めてまいりたいというふうに考えており

ます。

　それから、保険料についてですが、１

８％から１９％に１号被保険者の負担が

なったということについては、これは、

人口割合からの話で、制度スタート当初

は、１号被保険者と２号被保険者の割合

が１８対３２であったのが、高齢者がふ

えて、その分、４０歳から６４歳までの

人口割合が減ってということで、１９対

３１というふうになったということであ

りますので、１人当たりについてはふえ

たということにはならないかと思います。

　それから、市独自に、高齢者の負担が

ふえた分について手だてを行うべきでは
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ないかというご質問だったかと思います

が、これにつきましては、一般会計から

の、例えば繰り入れということになりま

すと、例えば、基準額を月額１００円抑

えるということであれば、年間、被保険

者数が１万４，０００人とざっとします

と、年間１，６８０万円ぐらい、１万５，

０００人にふえれば１，８００万円とい

うようなことになろうかなと思います。

　それ以外に、給付の増に伴います一般

会計の法定分の繰り入れも、ざっと見ま

すと、毎年平均２，０００万円以上の増

ということになっておりまして、今後も

この傾向は続くのかなということで、そ

ういうことも考えますと、経常的にまた

年々ふえていくことが見込まれるものに

対して、一般会計から繰り入れをという

のは、一般会計側からすると、本市の財

政、幾らか好転の傾向はあるとはいえ難

しいのではないかなと。このあたりは、

ちょっと私からのお答えがいいのかどう

かわからないんですけれども、厳しいん

じゃないかなというふうには思っており

ます。

　それから、独自減免についても、やは

り拡充ということは、現段階では困難で

はないかなというふうに考えております。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　独自減免のことについては、

あえて、私、一般会計からの繰り入れ云々

という形ではお話ししておりませんし、

現に、今、国の厚生労働省の方からは、

保険料の減免について３原則というもの

の締めつけが非常にきつい中で、一般会

計からの繰り入れによって独自の減免策

をとっておられる自治体というのは非常

に少ないというのは、私も認識はしてい

るところです。

　しかし、保険料は、これは強制保険で

すので、年金から天引きされます。され

た中で必要なさサービスを受けられるの

かどうか。介護保険が始まった当初は、

社会全体で、家族介護から社会の介護へ、

負担はみんなで分かち合いましょうとい

うことで始まった制度で、いろいろな意

見の是非等ありましたけれども、すべて

４０歳以上から保険料を取るということ

でありますから、保険料を払っていて、

いざサービスが必要なときにサービスが

受けられないという事態、それから、そ

のときは、高齢になればなるほど収入が

減っていく、それから、いろいろな、さ

まざまな問題の中で、生活困窮に陥った

ときに、今まで保険料払ってきたけれど

も、利用料負担のために必要なサービス

が受けられないというような事態という

のは、断じてあってはいけないことだと

いうふうに思います。

　摂津の介護保険を利用されている方で、

去年の夏に、摂津市の介護保険課とも、

大阪社会保障推進協議会の方々と一緒に、

いろいろ懇談を持った席に私も同席をさ

せていただきました。自営業をされてお

られる方がこうおっしゃいました。今ま

でずっと一生懸命働いて、摂津市に税金

も納めてきたし、介護保険料も払ってき

ました。妻が倒れて、１３年介護をして

います。本当に介護の疲れというのは大

変なんやと。仕事の方はなかなかうまく

いかなくて、保険料は何とか頑張って払っ

ているけれども、利用料がなかなか大変

なんです。だけども、自分だけではでき

ないので、何とか市に援助の手をという

ようなことをおっしゃってました。この

方、私も聞いてて、胸につまされるとい

うか、思ったんですけれども、何度、妻

の首に手をかけて、殺して、自分ももう

死のうかと思ったと。だけど、そんなこ

としたらおしまいやから頑張ってるんや

というようなことをおっしゃっていまし
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たけれども、今まで頑張って税金も納め

て、保険料も納めている方、今は、生活

が経済状況のもとで苦しくなっている中

で、そういう方を支えていくというのは

やっぱり自治体の仕事だと思いますし、

そこに何らかの手だてを打つべきではな

いかと。

　例えば、申請減免のような形の制度を、

特別の事情という形に合わせてとるとか、

そんなことも考えられるんじゃないかと。

もうほんまに大変なんやと。困った、保

険料払ってきたけど、利用料払われへん、

何とかしてほしいという人を、あなた、

利用料払えなかったらだめですよと門前

で追い返してしまうのか、いろいろな形

で、できることを一緒に考えながら、援

助の手を差し伸べていくのか、この２つ

を考えたときに、やはり私は後者である

べきだと思いますけれども、その点の見

解、お考え方を部長にお伺いしたいと思

います。

○上村委員長　堀口部長。

○堀口保健福祉部長　介護保険制度での

軽減とか減免、これにつきましては、ど

うしても、先ほどの、国保料との関係と

同じように、当然、一般会計からの繰り

出しというのがメインになってくるので

はないかと考えておりますけれども、こ

れは、国、そして全国的な流れ、そして、

市財政の計画的なものの中で慎重にしな

くてはならないものだと思っております。

　そして、繰出金の話は、先ほど、助役

の方から答弁しましたように、市全体で

考えていかなければならないということ

でございます。

　といいますのは、一つ一つの制度で見

てみますと、これわずかな金やないかと

いうような判断をされるかもわかりませ

んが、保健福祉部全体で見てみますと、

先ほどいろいろあったと思いますけれど

も、セーフティーネットとしてやってお

ります生活保護、これが６％扶助費が伸

びております。これ、４分の１、市が負

担となりますので、約３，０００万円。

そして、乳幼児医療で今回上げさせてい

ただいておりますけれども、これで２，

５００万円。そして、新たに今度、１９

年度から制度改正がありまして、児童手

当、これで約２，０００万円。そして、

今回、今審議していただいております介

護保険制度も、法定負担分として約８０

０万円。これだけの費用が自動的に扶助

費的なもので上がってきております。

　いつまでもこのような財政状況が続く

かどうかはわかりませんが、保健福祉部

としても、約１億円ぐらいの扶助費的な

ものが自動的に上がってくると。これが

減ってくるのは何かといいますと、恐ら

くもうないと思います。ただ、生活保護

につきましても、３，０００万円のこと

しは一般会計からの扶助費として出てま

すし、次年度もまたそれ以上かどうかわ

かりませんけれども、減ることはないと

思います。

　そういう状況の中で、いろいろな部分

で、先ほどの、国保の軽減の話もござい

ました。国保の軽減につきましても、こ

としは５，０００万円で済むではないか

という話ですけれども、これを次年度に

しますと、それにまた５，０００万円積

んでいかないかん。保険料をそのままに

しておくとなれば５，０００万円を積ん

でいかなければいけないと。そうすると、

１億円、次の年は１億５，０００万円、

次の年は２億円というような形で進む可

能性もあるわけです。そして、一挙に保

険料を、軽減分を外そうとした場合に、

たしか、先ほど、５，０００万円で約３

％という話が出ておりましたので、２億

円となりますと１０％から１２％ぐらい
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の保険料の値上げをしなければもとへ戻

らないというような状況になってきます。

その場合に、果たして、それ、一般の方、

納得されるのかどうか。恐らく、そんな

ような値上げはできないと思います。そ

うした場合には、やっぱり保険料につい

ても若干年々伸ばしていく必要もあるの

ではないかというように考えております。

　そして、先ほどの、介護保険の、実際

にこういう保険料を払っていて、そして、

いざ使うときには利用料がないというよ

うなことがないとは言い切れませんし、

先ほど、ご説明ありましたように、そう

いうことを聞かれたという、確かに苦し

いところはございますけれども、それに

つきましては、先ほども申しましたよう

に、全体の中で考えていく必要があるん

ではないかと考えております。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　もちろん、私も、ずっとこ

こで質問させていただいておりますから、

前回の予算審査から、生活保護の問題、

障害者自立支援の問題、乳幼児医療の問

題、国保の問題、そして、今回の介護保

険の問題、一つ一つをとって数千万円に

なりますと言いますけれども、私も、こ

の審査に臨む上で、一つ一つ計算してい

けば、やっぱり民生常任委員会の所管と

いうのは、一つ一つ重なってくれば非常

に大きなお金になってくるというのも理

解しています。

　しかし、民生常任委員会の所管という

のは、人口が減っていく中で高齢者がふ

えていっている状況のもと、ほっといて

も福祉に必要なお金というのは、もうど

うしてもふえていくというのが今の状況

のもとで、それでも、やっぱりそこには

生きた人間がいるわけで、何とかそこを

応援していくというのがこの民生常任委

員会の所管で果たせる、保健福祉部の役

割じゃないかと。全体的に、ことし５，

０００万円突っ込んだら来年１億円にな

ります、そういうことも理解しているわ

けですけれども、それなら、５，０００

万円すべて入れるんではなくて、ちょっ

とでも軽減するために市としてできるこ

とを、今回の予算の中でどこか検討され

ている部分があるんでしょうか、介護保

険。国保はもう先ほど終わりましたから、

いいんですけれども。

○上村委員長　堀口保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　現在のところ、介

護保険につきましては、先ほど、課長が

述べましたように、今のところは考えて

おりませんけれども、例えば、乳幼児医

療で２，５００万円を入れていこうとい

うようなことも考えております。

　そういうことから、全体的な話になる

かどうかわかりませんけれども、やはり

必要なところには入れていっていると。

この財政状況であっても、幾ばくかを入

れていっているというのが現状だと思い

ます。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　話が膨らみますから何です

けれども、一言だけ。

　やはり全体の予算のバランスというの

は、その時々の市長の、最終的には政策

というんですか、政治的な判断になって

くるのかなというような思いはあります。

　しかし、それでは、私どもがなかなか

納得できない部分があって、いろいろ意

見を申し上げるんですけれども、しかし、

それぞれの所管、所管で、目の前にある

問題、しかも、それは財政的なアプロー

チも必要でしょうけれども、現場で市民

の皆さんと直接相対している中で起きて

きている問題を一つ一つ拾い上げて、市

でできることは努力する、市でできない

ことについては国に働きかけをして、市
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民にしわ寄せをしないようにする、これ

が大事なことだと思います。

　民生常任委員会の所管の中で、確かに、

乳幼児医療、１歳拡充されたりとか、介

護保険課の皆さん、努力していないなん

て、私、決して思っていませんし、対応

もきちんとされているんじゃないかとい

うふうに思っていますけれども、しかし、

一つ一つの問題について、きちんとした

問題を把握して、それの解決に向けた姿

勢をやっぱり見せるということだ大事だ

と思います。

　一般会計、今回何度も言いますけれど

も、全体の収入が膨らんでいる中で、こ

とし単年度の話ですけれども、全体が膨

らんでいる中で、じゃあ、民生常任委員

会の所管として、保健福祉部として、こ

のふえてる中ででも、命や健康や暮らし、

自治体として一番大事な分野として、こ

れだけは必要だということで、あえてだ

めかもしれないけれども要求するという、

そういう姿勢が何よりも大事だと思いま

すけれども、そういった点というのは本

当にとらえていたのかどうかというのは、

なかなか疑問に感じる面もありますので、

その点だけは申し上げておきたいと思い

ます。

　このぐらいにしておきます。

○上村委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時４４分　休憩）

（午後３時４５分　再開）

○上村委員長　再開します。

　議案第２８号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎委員　今回、議案第２８号として、

乳幼児医療費の助成拡大をしていただく

と。これには共産党も非常に高く評価を

させていただいております。

　本会議でもお話されましたけれども、

国が、来年度も引き続き子どもの医療費

の負担を減らしていくという方向を生み

出すということも出てきているという中

で、市としても、この子どもの医療費の

助成を広げていくという考え方の方向性

というのはあるというふうに、代表質問

などでも受けとめさせていただいたんで

すけれども、それでいいのかどうか、お

考えをお聞かせください。

　今後というか、これ以上にまだ拡充を

していくという意思がおありかどうかと

いうことをお聞きしたいと思います。

○上村委員長　小野助役。

○小野助役　市長が代表質問で答弁した

ことについて、山崎委員もご承知と思い

ます。

　いずれにいたしましても、福祉の中身

でいろいろご指摘いただきましたが、基

本的には、今後、健全な財政運営を行う

ということに相反する中身ではあるかも

しれませんが、市民生活のセーフティー

ネットをどう築けるかということが、こ

れはなかなか難しいところですが、これ

が基本的な視点になるなというのを、改

めて今思いました。

　したがいまして、市長の方から、そう

いう厳しい中身でありますが、代表質問

で、来年度については、いわゆる就学前

までの中身で検討したいということであ

りますから、私もそれを受けて、２０年

度予算の中で一定の考え方の整理をする

ということについては間違いない事実で

ございますので、本会議の市長答弁とい

うことをよくご理解いただければご理解

いただけるんじゃないかというふうに考

えます。
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○上村委員長　山崎委員。

○山崎委員　年度については、市長、あ

げておられなかったと思いますので、こ

ういうやっぱり子どもたちの医療費、子

育てを助けるという形での拡充というの

は常々考えておられるというふうに私は

受け取っておりましたんですが、そうい

う方向性を持っておられるということだ

けは、私、評価していきたいと思ってお

りますので、意見というか、表明で結構

です。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　こちらも、代表質問と、そ

れから、一般会計の予算審査の中でご質

問もさせていただいてまいりました。

　１歳引き上げで２，５００万円の財源

が必要ですよということでございました。

それによって８００人の子どもたちの医

療費が軽減されるということで、非常に

歓迎すべき内容だと思っています。

　今、子育て、少子化問題が言われる中

で、子どもを産み育てていこうという中

で、やっぱり安心した子育てのためには、

この医療費の助成制度というのは、非常

にどこの自治体でも重視されています。

国の方では、残念ながら国庫負担という

のはまだ制度化されておりませんし、国

の責任でという意味では、本市議会でも、

国に対して、乳幼児医療費の制度を国と

してつくってほしいというような意見書

もたびたび採択されてきたということも

記憶しています。

　関東地方等では、今や、乳幼児医療助

成制度の対象年齢は小学校入学前までは

当たり前になってきて、小学校、それか

ら中学校というふうに拡大をしてきてい

ます。北摂７市の中でも、代表質問の中

でご答弁いただきましたが、２市ほど、

もう既に組み込んでおられます。摂津市

は所得制限なしということでございます

ので、乳幼児医療、就学前までというこ

とになりますと、これは北摂一の制度と

いうことになるのかなと思います。

　ご質問しますが、私、あえてことしは、

子どもというのをテーマに市長が掲げら

れているもとで、就学前まで引き上げを

しようと思ったら、約４，１００万円、

今年度必要になります。決して小さい数

字でないというふうにも思っています。

　しかし、何度も言うとあれなんですけ

れども、やはり全体の収入増の中で、子

どもをテーマにしたというところで言っ

たら、やはり就学前まで、思い切って、

ことし頑張ることはできないんやろかと。

来年になれば、３，５００万円ほど支出

が減るわけですから、これまさに子ども

をテーマにした１９年度にふさわしいも

のになるのではないかというふうに思う

わけですけれども、いかがでしょう。

　あわせて、５歳まで引き上げをすると、

８００人の子どもたち、そして、就学前

までになりますと、恐らく１学年８００

人ぐらいでしょうから、８００人にさら

に８００人、あと半分としますと１，２

００人、全部合わせますと１，６００人

の子どもたちの医療費が助かっていくと

いうことになっていきます。

　しかし、今回、５歳未満にとどまりま

すと、現在、６歳児の方は、この制度を

受けられずにもう小学校に上がってしま

いますし、１年途切れるという方も出て

くるわけで、ここは思い切った決断をし

ていただきたいと思うわけですけれども、

その４，１００万円入れて、ことし、就

学前まで頑張ってみるというようなお考

えはないのかどうか、改めてお聞きした

いと思います。

○上村委員長　そしたら、６歳まで、こ

れ、人数については担当課の方からお答

えいただけますか。
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　稲村課長。

○稲村こども育成課長　就学前までの人

数でございますけれども、一応、試算と

いたしましては１，１６３人というのを

見込んでおります。

　これは、４歳以上５歳未満児８００人

という形で出したものをもとにして計算

したものでございます。

○上村委員長　再度、では、小野助役。

○小野助役　安藤委員ももうよくご存じ

のとおり、理解いただいたと思うんです。

　平成１９年度は、基盤整備と子どもと

いうことで、市長は１歳の引き上げを行

いました。これは、やはり大阪府の行財

政調査等の中でも、昨年もございました

が、非常に厳しい内容でしてきておりま

す。その中でも、やっぱりこういうこと

をメインテーマにしたことによって市長

は決断をしたということでございます。

　なおかつ、北摂の状況、なおかつ、そ

れで、三島の状況も、私ども承知してお

ります。たしか、茨木市は小学校１年生

までということでいかれたということも

承知いたしております。北摂７市の中で

も、三島筋は就学前というのが大勢だと

いうことも承知をいたしております。今、

現下でできる中身として私は申し上げた

と。

　その上に、この前の代表質問で、藤浦

議員の質問の中で、市長が２０年度に向

けて取り組むということを申し上げまし

た。その方向で、２０年度に向けて精いっ

ぱいの努力をして取り組みたいと。

　先ほどおっしゃっているように、国保

の問題もご指摘でございます。介護保険

もございます。続々とやはり大きな問題

を抱えていると思ってますから、先ほど

から言ってますように、全体の予算の中

でどうできるかということの中で、市長

も、子育てということの中身を含めて、

一定の２０年度ということの目標を掲げ

たわけでございますから、その点も十分

ご理解を賜りたいと。

　いま一度申し上げますと、市長の本会

議の答弁は、今年度、１歳引き上げるこ

とにしましたが、２０年度には、就学前

児までの無料化に向けて、具体的な検討

に着手をいたしますというように明確に

答えております。

　そういうことを十分ご理解賜りたいと

いうふうに思います。

○上村委員長　安藤委員。

○安藤委員　市長が代表質問でそのよう

な答弁をされたということも理解をして

おります。その上で、今年度の就学前ま

での拡充を１年早めてやることができな

いのかなと。そうすることが、１９年度、

２０年度を前にして、１年あく学年が出

てくるわけでございますので、就学前ま

で思い切って、もし、来年検討されると

いうふうに明確にお考えであるならば、

ことしやれることはやれるんではないか

なというふうに思うわけです。

　４，１００万円という数字、確かに大

きな数字ではございますけれども、全体

の中で、１３億円の一般財源がふえた中

では３％の費用です。民生費の中で、毎

年決算がされてますけれども、不用額が

２億円から３億円ぐらい毎回出ています。

そういったことからも、十分、支出の削

減にあわせて吸収できるだけのものであ

るというふうに私ども思っております。

　そういう点では、もちろん、５歳未満

児までの拡大についても、私ども、歓迎

すべきことでありますけれども、来年、

前向きに検討すると、こうはっきりとお

考えであるならば、ことし、思い切って

やっていただきたいなということを申し

上げておきたいと思います。

　そういう意味では、ちょっと委員長、
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就学前に向けての修正案、ちょっと用意

しておりますので、また後ほど、よろし

くお願いします。

○上村委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時５７分　休憩）

（午後３時５９分　再開）

○上村委員長　再開します。

　ただいま、議案第２８号に対し、安藤

委員ほか１名から、お手元に配付いたし

ております修正案が提出されました。

　提出者から、修正案について説明を願

います。

　安藤委員。

○安藤委員　議案第２８号、摂津市乳幼

児医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例案に対して、修正案を提案さ

せていただきます。

　趣旨説明をさせていただきます。

　議案第２８号は、これまで４歳未満児

だった、摂津市の乳幼児医療費助成の対

象年齢を１歳引き上げて、５歳未満にす

るものであります。

　私どもは、子育て支援の観点から、こ

の５歳未満児までの引き上げを、就学前

まで引き上げることの修正案を提出し、

皆さんのご賛同を得て、１９年度より、

就学前までの助成対象とすることを提案

したいと思います。

　改正内容につきましては、議案第２８

号が、これまで４歳未満児だったものを

５歳未満児と変えた部分を、就学前まで

に切りかえるなどの文言の整理をしたも

のであります。

　実施時期につきましては、議案第２８

号の、平成１９年７月１日からと同じ実

施時期とさせていただいております。

　財源の問題など、先ほどからの質疑の

中で、新たに４，１００万円の負担とは

なりますけれども、今年度、市税収入が

大幅にふえている中で、子どもに対する

援助と、子育てに対する援助ということ

で、しかも、これは、来年には３，５０

０万円経費が削減できるという、ことし

１年間の一時的な経費増だということを

考えてみれば、可能なことではないかと

いうふうに思っております。

　ぜひ、皆さんのご賛同をお願いしたい

と思います。

○上村委員長　説明が終わりました。

　これより、修正案に対する質疑に入り

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村委員長　質疑なしと認め、修正案

に対する質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後４時１分　休憩）

（午後４時５分　再開）

○上村委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）
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○上村委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２８号を採決します。

　まず、議案第２８号に対する安藤委員

ほか１名から提出されました修正案につ

いて、可決することに賛成の方の挙手を

求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　賛成少数。

　よって、本修正案は否決すべきものと

決定しました。

　次に、原案について賛成の方の挙手を

求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　全員賛成。

　よって、本件は、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。

　議案第２９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○上村委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午後４時８分　閉会）
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委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 上 村 高 義

民生常任委員  渡 辺 慎 吾
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